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第８回札幌市子どもの権利条例制定検討委員会 

日時：平成17年11月19日午後６時00分 

                      場所：ＳＴＶ北２条ビル７階 ５号会議室 

 

委員長     今日はいよいよ中間答申の叩き台がやっと目鼻が付いてきております。こ

れまで前回の検討委員会を踏まえて何回か正副部会長会議を開きまして、お

手元の中間答申一次案というのが何とか形になりましたので、これを今日検

討したいのであります。それでやり方といたしましては、本当は１日、２日

前にこれが皆様方のお手元に行って、読んできていただいて今日があるとい

うのが一番よかったんですけども、ちょっと準備の都合でそれは出来ません

でした。それで今日はその責任も若干感じまして、事務方が全部読みます。

それをお聞きになりながら黙読すると、頭の中がグチャグチャになりますの

で読んでいただきます。それで文章をなぞりながらみんなでチェックしたい

と思います。それでチェックのポイントは言葉遣い、それから統計の数字の

扱い、いろいろあると思うんですけれどもその都度お気付きになった所を言

っていただくということにしたいと思います。それでページ数がそれなりに

なっておりますので、早速読み上げます。途中で休憩を入れますからご安心

ください。これまで市民の方々から何か意見書なりそういうものがくるかな

と思っていたんですけれども、今のところ正式にといいますかまとまってき

ているのが校長会からのご意見で、前々回皆さまにお配りしたと思いますけ

れども、それが来ているというのが１本あるだけです。これなんかも我々な

りに咀嚼いたしまして、特に第１章とか第４章、第３章かな、最後の方に盛

り込ませていただきましたので、その辺を意識しながらよろしくお願いいた

します。今日はどなたが読んでいただけるのでしょうか。一番声に自信のあ

るという方が読ませていただくということでございます。では早速第１章、

『なぜいま「子どもの権利条例」なのか』という総論の部分ですね、ここら

あたりからまいりましょう。 

事務局(係長)   それでは読ませていただきます。ちょっと風邪気味ですので、お聞き苦

しい所があるかと思いますけども、黙読も合わせてご覧いただければと思い

ます。 

『１ 子どもの権利を論ずることの意義 「子どもの権利」という言葉を

耳にすると眉をひそめる大人たちが少なからずいます。「これ以上子どもた

ちに権利を与えるとわがままになって困る」という声も聞こえてきますし、

子どもが重大犯罪を起こすたびに「厳しく事の善悪を上から教え込まなけれ

ばダメだ。」「心の教育が必要なのだ」と声高に言われたりします。しかし、

児童虐待・いじめ・体罰・不登校など、子どもが加害者になるよりは、被害

者となって苦しんでいるケースのほうが圧倒的に多く、どうひいき目に見て
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も子どもたちが、毎日を「安心して、自信を持って、自由に」生きているよ

うには見えないのです。大人のみなさんは、自分たちの子ども時代と比べて、

今の子どもが本当に幸せだと心から思うことができますか。人権思想の歴史

の中で、「すべての人間」の権利というとき、その人間の中に子どもは含ま

れてはいませんでした。子どもの権利という考え方が歴史に登場するのは20

世紀になってからのことです。そして、これが一つの体系的な概念として国

際的に承認され、法的な厳密さをもって確立されるのは、1989年11月20日の

国連総会第44回期において「子どもの権利条約」が採択されて以降のことな

のです。日本がこの条約を批准したのは、４年半後の1994年５月22日で、世

界の中で158番目でした。』 

        ずっと続けて読んでよろしいですか、それともある程度区切りましょうか。 

委員長     １のところだけはずっと読んで下さい。 

事務局(係長)  『(１)子どもの権利条約が大切にしていること 子どもの権利条約は、子

どもの「人格の完全にして調和のとれた発達」のために「子どもの権利」が、

子どもを取り巻くあらゆる場で実現されることを求めた条約です。この条約

の特徴は、子どもが単なる「保護」の対象ではなく、「権利の主体」として

認められていることです。これまで大人は、子どものことを思うがあまり、

逆に子どもの気持ちを尊重することなく、「これが子どもにとって最良のこ

となのだ」として押しつけてきたことが多かったように思います。しかし、

子どもの権利条約が一番大切にしていることは、大人は、権利の主体である

子どもと、その子の発達段階に応じたコミュニケーションを図り、その意思

疎通や意見交換の中から子どもの「最善の利益」を実現していかなければな

らない、ということです。そのため、条約は、子どもに意見表明権（12条）

を保障しました。これは、子どもたちに、自分に関係するすべての事柄につ

いて、大人に対して気持ちや意見を述べる権利を認めたものです。これから

の大人は、子どもたちの気持ちや意見を聞く場を設け、出された意見に対し

ては誠実に回答していくことが求められます。 

（２）子どもの権利の本質は何か 明治の人は英語の「Ｒｉｇｈｔ」を「権

利」と訳しました。「権」は権力を、「利」は利己主義をイメージさせますが、

英語の辞書を引くと「Ｒｉｇｈｔ」（名詞）の訳の最初には、「正義・公正・

正しい行為」という言葉が並んでいます。そうなんです。「子どもの権利条

例」にいう「権利」は、子どもにとって「正しいこと、当然なこと」という

意味なのです。それは一体なんでしょうか。子どもの本質は、当たり前のよ

うですが、「やがて大人となる」ということです。子ども時代に充実した生

活を送り発達していけばすばらしい大人になっていく可能性が誰にでもあ

ります。そこに私たちは未来への希望を託しているといってもよいでしょう。

私たちは、この「成長・発達する権利」こそが子どもの権利の本質にほかな
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らないと考えます。そして、それを支えるのが「意見表明権」なのです。子

どもは、充実した子ども期を経ることにより、初めて人権感覚の豊かな大人

になることができます。そのためには、大人が子どもを無視することなく、

「対等の立場で話を聴き、それに誠実に答える」ということの積み重ねによ

って、子ども自身が「自分は大切にされているのだ」という実感を持つこと

がとても大切なのです。子どもは、家族・学校・地域のあらゆる場面におい

て、大人との関係性の中で生きています。大人が子どもの権利を認めるとい

うことの本質は「子どもの意見を聴いて、それに誠実に応答すること」です

が、これが試される最も重大な場面は、大人と子どもの意見が対立する場合

です。意見表明権を保障した趣旨からすると、大人の意見と子どもの意見が

一致しない場合には、大人の側に「何故、君たちの意見を受け入れることが

できないのか」をきちんと説明する義務があります。その説明ができない限

り、大人の意見は子どもに対する押しつけになります。このように子どもの

権利条約第12条の意見表明権は、子どもの本質につながる重要な権利であり、

子どもは、自己に影響を及ぼす全ての事項について、それが決められる手続

に参加して自分の意見を言うことができ、大人はそれを尊重しなければいけ

ません。子どもの意見を聴きながら、子どもにとって「最善の利益」とは一

体何なんだろう、と大人が考えなければならないのです。最後は、子どもの

意見と違っていても、大人の責任で「子どもの最善の利益」を判断しなけれ

ばならない場合もあります。このように、子どもの権利を認めるということ

は、「子どもの意見を聴いて、それに誠実に答える」、そしてその中から「子

どもの最善の利益」を発見することなのであり、決して子どもの言いなりに

なることではないのです。 

 （３）「権利と義務」の神話 子どもの権利の本質が「成長発達する権利」

であり、それを支えるのが、意見表明権ですが、子どもの権利条約は、それ

に加えて、大人を含む全ての人に保障される一般的な人権（たとえば「表現

の自由」など）も網羅的に子どもに保障しています。ところがそれを認める

と、「子どもたちが勝手気ままに振る舞うようになり、わがままを増長する」

などと心配する声も聞かれます。また、「権利と義務は表裏一体である。権

利を主張するなら義務をきちんと果たすべきだ」という主張をする大人もい

ます。果たして、義務を果たさなければ基本的人権は認められないものなの

でしょうか。その場合の「義務」というのは一体何なのでしょうか。先ほど、

「権利」というのは、子どもにとって「正しいこと、当然のこと」であると

説明しましたが、より詳しくいうと「子どもの権利は、子どもが一人前の人

間として成長していくうえで必要不可欠なもの」ということになります。し

たがって、それは、何かの義務を果たすことを条件に認められるようなもの

ではなく、人間が人間として生まれた以上、誰に対しても無条件で認められ
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るものなのです。ところで、人間が一人無人島で生活するならいざ知らず、

社会の中で生きていく限り、他人の権利との衝突が生じます。そこでは、ど

うしても他人の権利との調整が必要になります。この調整のルールがないと

力の強い者の権利だけが実現され、弱者の権利は踏みにじられてしまいます。

「調整ルール」の精神は、お互いの権利を尊重し合うことにほかなりません。

問題は「調整ルール」としてどのような制約を互いに認め合うかということ

なのですが、これまで大人たちは、子どもたちの意見を聴いてその「制約」

の合理性を検討することは少なかったように思います。多くの場合、子ども

たちの意見を聴くことなく、一方的に「制約」を課し、大人たちはそれを「子

どもたちの義務」と説明してきただけだったのではないでしょうか。繰り返

しますが、権利を主張するということは、自分の意見を押し通すことではな

く、お互いに権利を尊重し合うということなのです。この「お互いに尊重し

合う」という言葉を噛みしめたいと思います。』 

委員長     これが第１章の『子どもの権利を論ずることの意義』をまとめた所でござ

います。どうでしょうか、まずここの書き方についてお気付きになったり、

ご意見がある方がおりましたら。正直言って私が書いたんですけどね、なか

なか優しい言葉で書こうとしたつもりなんですけども、ダメですね。まだこ

なれておりませんね。こうやって聞いてみると。 

Ｃ委員     どこということはないけれど、ちょっとくどいというか、全体のバランス

からいうともうちょっと言葉を整理した方がいいのかなと。何だかしつこい、

ちょっとくどいと思う表現があるような気がするんです。もうちょっと整理

すればスキッとした言葉になるのかなと思ったものですから。言っているこ

とはすごくいいと思うんです、中身は。 

委員長     そうですね。同じ事を、前にも言っていることを言ったりしている部分が

あるなということは、ありますね。くどい部分を整理してもう少しスリムに

という、これは心がけたいと思います。そのほかどうでしょうか。 

Ｄ委員     これは単純なミスだと思うんですけれども、１ページ目で『しかし』、２

段落目というんですか、しかしが１字あけていない。その次の『大人のみな

さん』も１字あけていませんよね。 

委員長     頭１つということですか。 

Ｄ委員     はい、すいません。次２ページ目に行きまして、１番上の『子どもに意見

表明権（12条）』。これは「第」を、第12条ということで、それも入れた方が

いいかなと思いました。それで『（２）子どもの権利の本質は何か』にまい

りまして、『明治の人は』で始まる文の最後で、『そうなんです。』、それでそ

の次の行、『それは一体なんでしょうか』。これは多分委員長の言葉遣いで。 

委員長     だって『そうなんです』っていったら、必ず次書かなくても『そうなんで

す』よね。これは消しますね、これからも。 
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Ｄ委員     そして２ページ目の中段から下に入った所で『子どもの意見を聴いて、そ

れに誠実に応答する』以下で、子どもと大人の意見が対立することを、場合

分けされているんですけども、この場合分けというのは私は何となくわかる

んですが、一般の人はこういう場合分けを聞いたときに、「場合」という言

葉に違和感を持つかなと。「時」のほうがまだ聞こえがいいかなと。ディス

ティンクションされているんだと思うんですけども、ちょっと違和感がある

のではないかなと思いました。以上です。 

委員長     この「子どもの意見が対立する場合」を「時です」という方が。そうです

ね。とにかくもっと平易な言葉遣いを心がけるつもりではおります。それか

ら今第12条の第を付けるとか、それから段落が変わったときに頭を１つへこ

ますとか、これは統一する形で努めたいと思います。あとやはり言葉遣いも

さることながら、考え方がおかしいんじゃないかとか。これは出てしまいま

すと、それはもちろん全体についての責任は私が負いますけれども、皆さん

方がつくったということになりますので、いざというときにはやはり皆さん

方にもそれ相応の責任を取っていただかなければいけませんので。 

Ａ副委員長   ２ページと３ページで、２ページの上から10行目の所で「それは一体なん

でしょうか」と。これは投げかけているので、非常に特徴があるとは思うん

ですけれども、相手も答えられないことに対して「何なんでしょうか」とい

うことを言っただけではないかなと。こちらではそういうことはあり得ない

とキッパリと否定するという風に書かないで、「何なんでしょうか」と書い

た真意をもう少し表現して。 

委員長     これは「そうなんです」と同じように消すんです。 

Ａ副委員長   それから３ページの上から８行目の『その場合の『義務』というのは一体

何なのでしょうか』と。どちらもニュアンス的には同じ、逆にいうとこの文

章の中で一番大事なことですね、ここの個所は。表現を少し変えているとい

うか、もっと小気味よくさせれば。 

委員長     だからここは消すのがいいんですよね。 

Ａ副委員長   単純に消しちゃうと、今度は逃げた形になりますね。 

委員長     そういうつもりではないのですが。はい、わかりました。権利、権利とい

うと嫌がる方の誤解の一番のところは、私は「お互いに尊重し合うという」、

これが権利の心であるというあたりをわかっていただければ、子どもに権利

ばっかりというような人に対する一つのお答えになるのではないかなとい

う感じがいたしました。ここの部分なんて校長会の先生方のご意見といみじ

くも一致していて、そんな誤解はないのかなという感じがいたします。はい、

それでは次にまいりましょう。条例をつくらなければならない必要性につい

てちょっとまとめてみましたので、お願いいたします。 

事務局(係長)  『２ なぜ、条例をつくらなければならないのか 「子どもの権利条約」
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があるにもかかわらず、わざわざ札幌市が「子どもの権利条例」をつくらな

ければならない必要性はあるのでしょうか。市長は、市議会の答弁で子ども

の権利条例の必要性について次のように述べています。「今回、『国連子ども

の権利委員会』が行った総括所見では、第１回目の勧告および提案を受けて、

日本政府が取り組んだ子どもの権利を守るための立法措置や行政措置など

については、一定の評価を得たものの、相対的にはまだまだ『取り組みは十

分ではない』と広範にわたる勧告を受けております。私は、国連子どもの権

利委員会の勧告・提案を真摯に受け止めたいと思っております。しかし、『人

権』『権利』という概念は、生活の中で具体的に捉えられない面があり、札

幌市においても、子どもの権利観を享有する土台づくりがまだできていない

と私は実感しているところです。私ども自治体は、現実に生活している子ど

もに向き合って仕事をしています。子どもの視点に立って、保障されるべき

権利をかみ砕きながら現実生活に活かし、実現していく作業こそが、自治体

に求められていることであると考えます。」国連子どもの権利委員会は、1998

年の第１回日本政府報告の審査において、最終所見22で「本委員会は、極め

て高い識字率に示されるように、貴国が教育を重視していることを留意する

ものの、条約の原則および規定…に照らし、高度に競争的な教育制度による

ストレスにさらされ、かつその結果として余暇、身体的活動および休息を欠

くに至っているため、子どもが発達障がいに陥っていることを懸念する。本

委員会は、さらに、不登校・登校拒否の数が看過できない数に上っているこ

とを懸念する。」とし、所見43で「過度なストレスおよび不登校・登校拒否

を防止し、かつ、それと闘うための適切な措置をとるよう貴国に勧告する。」

と表明したことは有名な事実です。ところが、2004年１月28日の第２回審査

における最終所見でも、一層具体的で手厳しい懸念事項や勧告が出されてい

るのです。「委員会は、締約国の第１回報告書の審査において示された懸念

及び勧告のいくつかについては、立法及び政策を通じて取り組まれたことを

留意する。しかし、勧告のうち特に差別、過度に競争的な学校制度、いじめ

を含む学校における暴力については、十分な対応がなされなかった。委員会

は、それらの懸念と勧告を本文書においても、再度繰り返すことを留意す

る。」札幌の子どもたちは、北海道の大自然の中でのびのびと暮らしている

ように見えますが、「第２章 札幌の子どもたち」で分析されているように、

様々な権利侵害の中で苦悩している実態があり、私たちは、市民や子どもた

ちとの懇談会や出向き調査およびアンケートの結果からみて、札幌の子ども

たちの人権状況は基本的に、国連の子どもの権利委員会が日本の子どもたち

について語った懸念と同じだとの認識を深くもちました。日本の政府は、批

准当時、「条約締結によって、わが国が負うことになる義務は既存の国内法

令で実施可能であり、現行法令の改正を含め新たな国内立法措置は必要では
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なく、また、新たな予算措置も不要である。」と言っていたことに象徴され

るように、子どもの権利条約に対する基本認識と姿勢はきわめて消極的です。

日本政府が、子どもの権利条約の理念の現実化へ向けて国内法の整備をやろ

うとしないのであれば、せめて私たちは、札幌に住む子どもたちのために、

地方自治体の自主法である「条例」によって条約の理念を現実化する必要が

あります。そのための手段が「条例制定」なのです。「憲章」・「宣言」・「要

綱」・「計画」では、行政への法的拘束力はありませんが、「条例は」は、「法」

ですから子どもの権利救済や意見表明・参加の仕組みをつくる根拠になりま

すし、市長が交代したり、行政部局の担当者が人事異動で代わったりしても

子どもの権利を大切にした札幌市の子ども施策を守り、発展させることがで

きるのです。その意味で、「条例」は、子どもの権利条約と札幌の子どもた

ちをつなぐ架け橋といってよいでしょう。そして、このような全国各地の「地

方の力」によって、日本政府の子どもの権利に対する姿勢を変えていくこと

ができるのではないかと思います。』 

委員長     これが「どうして条例をつくるんですか」ということに対する答えのつも

りであります。ダーッと一つの文章にして番号もつけないで書かれているの

で読みにくいので、もっと段落ごとに（１）とか付けてみたいとは思います

けども、いかがでしょうか。何か気になることがあれば。はい、どうぞ。 

Ｄ委員     ４ページ目の下から９行目の『アンケートの結果からみて、札幌の子ども

たちの人権状況』って書かれていますけれども、ここで権利を使わず人権と

あえて書かれている意図はあるんですか。 

委員長     要するに子どもの人権という場合と、子どもの権利という言葉遣いがあり

ますよね。この違いなんですけれども、私の認識では子どもの権利という場

合はもっと積極的な意味合いで、権利があるからそれに基づいて何かをする

という。子どもの人権という場合は大人にも認められているものが子どもに

も認められているでしょという、そういう意味での人権であって、子どもの

権利というと大人にはなくて子ども特有の視点からの見方をした時に子ど

もの権利という使い方をしているんだろうなと認識しているわけですよね。

それでそういう点からすると、ここを『札幌の子どもたちの権利状況は』と

しようかなとも思ったんですけども、『人権状況』でいいかなと。もうちょ

っと広い大人たちにも認められている、例えばいろんな人権も含めて全般的

に人権状況が十分じゃないというつもりで使ってみたんですけどもね。多分

子どもの人権という言い方と、子どもの権利という言い方をする場合にはそ

ういう違いがあるんだろうなと思っているんですけど。どうでしょう、ここ

の所は『札幌の子どもたちの権利状況』というより『子どもの人権状況』と

言った方が。子どもの権利状況でもいいかな？どうですかね？どうぞご意見。 

Ｅ委員     委員長がそうやって説明してくれるとわかるんですが、逆に言うと説明し
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ていただかないとなかなかスーッと落ちてこないというのが一般的かなと

いう気がするんですよね。「子どもの人権」といった時と「子どもの権利」

といった時はこういう違いがありますと説明されたから、僕は理解している

つもりなんですけれども。あえて子どもの人権状況といった時に、逆にいう

と説明がないとわからないかな。であるならば子どもの権利状況の方がいい

かなという気がちょっとしましたけれど。 

委員長     そういう説明というのはここでしても。 

Ｆ委員     この文脈からいうと人権という言葉がなくても。 

委員長     『子どもたちの状況は』でもいいかな。 

Ｆ委員     全体の文脈からいうと人権がなくてもかまわないんじゃないかなと。 

委員長     そうか、無理に書き込もうとするといろいろと問題になるので、そういう

時には削除すればいいですよね。さっきもそうですよね。『札幌の子どもた

ちの状況は』と、こうしましょうか。でもみなさん、多分ひょっとしたら「子

どもの権利と子どもの人権の違いはあるんですか」みたいな質問を、「検討

委員です」と言った時に聞かれる場合があるかと思いますので、その時に絶

句してしまって「同じじゃないでしょうか」と言うよりは「ちょっと視点が

違うのだ」みたいな方が何かいいんじゃないでしょうか。『子どもたちの状

況は』でも 

Ｃ委員     頭が悪いから。今の所だけど、今の人権状況ってありますよね。その次の

行の所に『日本の子どもたちについて語った懸念と同じだとの認識を深くも

ちました』と書いてあるけど、これはこれでいいんだけども、そういう風に

どの部分とかって２つか３つ例を挙げてやった方がもっと親切だろうなと

思ったものですから。こんなものです、当然前のやつ見てきたらわかるべと

いう言い方もあるかもしれないけども。 

委員長     そうですね。 

Ｃ委員     逆にさっきくどいと言ったのに、今度は逆にもっと丁寧にってなんだけど。 

委員長     これは確か、国連の所見というのはこれだけではなくて、もっとたくさん

あって、その中でもこの部分が一番特徴的な、話題になった部分なんですけ

ども、そこに絞っているだけなんですけれども。そのほかのことは、所見22、

所見43、これと同じだということを何か書いておいた方がいいですかね。 

Ｃ委員     例えばの話、今過度の競争、教育でもいいし、あとは不登校とか、登校拒

否とか、そういう事例をトントンと入れておけばもうちょっとわかるのかな

と思ったものですから。これ、全て前の行、10行ぐらい全部含んでいるんだ

といえば、そうかもしれないけれど。１つか２つ事例があった方がもっと親

切かなと思ったので。 

委員長     そうですね。だから同じことを繰り返すのではなくて、これこれこれこれ

と委員会が語ったけれど同じだとか、それぐらい書けということでしょ。そ
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れぐらいはくどくならない範囲で。 

Ｃ委員     だから俺はこれを読んだ瞬間、事務局で全部等々なんだよと言われたのか

なと思ったりもしたんだけど。そしたら何だったかなともう一回思って読み

直すよりは、確かに３つ分ぐらいだったら、それでわかるんじゃないかなと。 

委員長     今のご指摘に沿うようにちょっとページに加えてみたいと思います。じゃ

あ、一応今日のところはこれ、まだ最後12月９日の日が最終でございますの

で、今日みなさん初めてこれを手にされたので、あまりここばっかりやって

いると時間がなくなりますので、先に進みましょう。次に『条例づくりと子

どもたち』という、これは結局Ｉ委員が書いてくれた部分なんですよね。こ

れがどうつながるかというと、例えばこういう風に書いてくれて、私の意識

としては第３章の『条例の課題』の所の『どのような条例を目指すべきか』

という所で（２）の条例検討子ども会議みたいのもつくるべきではないかと

いうのを１項目入れました。これにＩ委員が書いてくれているような所は

「もっと子どもの声を聞けよ」と。今までやってきたけど大して聞いてない

んじゃないかという辛辣な、しかし正しい指摘を受けてつながっているとい

う、私の中ではそう思っているわけであります。それよりこの部分はコラム

の形でというか、囲みで、こういう形で載せたいと思うんですけれど、どう

でしょうかね？ 

Ｇ委員     これはこの位置づけでオーケーなのですが、逆にここの２の『なぜ、条例

をつくらなければならないのか』というのを、すぐスッと流れるわけではな

くて、全体の所にこのコラムとして影響してくるということであれば、あえ

て目次の所にもコラムと書いておく方がいいのではないかなと。実際コラム

にもなっているわけだし。 

委員長     次ではこの『条例づくりと子どもたち』とだけ、ポッと書いてあるだけで

すよね。コラムというのを付けておきましょうか。 

Ｃ委員     高校生委員というのが一番最後にあるけれど、「何だこれ」ってなるから、

高校生委員というのを上の方に上げた方がいいかなと。 

委員長     確かにそうですね。これ、高校生委員って何の委員なの？ということにな

るから、ちょっとこのコラムの趣旨がもうちょっと伝わるようなことを、表

示の仕方というか、それを考えなきゃいけませんね。わかりました。そうい

う形でこれを載っけて。はい、どうぞ。 

Ｈ委員     行目から６行目にかけて『行事に参加意識をもつ生徒はそう多くはありま

せん。学校の中では「何でもいい～」という言葉が増えているのが現状です。』

とありますが、これは何を根拠に言っているんでしょうか。 

委員長     ここは多分、そういう「そんなことはないよ」という指摘がきっと出るだ

ろうなと思って、私も読んだのですが、これにＩ委員は何て答える？僕はそ

う思うって？ 
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Ｉ委員     何て答えると言われましても。一応僕の周りでということで考えたんです

けども、けっこう幅広い範囲で動いているんですけども、やっぱり「何でも

いいね」というのがけっこう聞かれるの多かったので、一応書いてみようか

なと思ったんですけども、違うんでしょうかね。 

委員長     はい、どうぞ。 

Ｓ委員     この部分を擁護するわけではないんですけれども、養護学校の生徒さんた

ちと懇談した時に、このような意見が出ていました。人任せにして何でもい

いからというような意見を。だから私もここの部分は感じております。今中

学校や高校に行ってもやる子と、やらない子の差がはっきりしていますので、

もう人任せというか、その部分は大いに感じております。で、私はかまわな

いと思います。 

委員長     高校生委員といったって３人いるんですよね。署名文章というか、高校生

委員のＩ委員という風に言っちゃった方がいいんじゃないか。そうすれば

「僕はそういう風に思っているよ」という一つの意見、これ高校生委員とい

うと高校生みんながそう思っているとなるんだったら、はっきり名前を出し

たらどうだろう。それだったらオーケーかな。じゃあ、そうしましょう。こ

れは面白いね。別にコラムは一つである必要はないんだよね。だからＩ委員

のやつにそうじゃないというんだったら、そういうコラムがあったっておか

しくはないね。名前を書いて。３人だからね。Ｈ委員、どう？そういうのっ

て。ここの部分に限らずコラム的に名前入りで、署名付きで書くということ

をやろうと思ったらできるだろうか。Ｑ委員の場合もこの部分はＩ委員が書

いたからこれでいいけども、別な遊びの部分だとか、余暇の部分なんていう

のをちょっと一言名前入りで書きたい、書くというのであればスペースは用

意します。じゃあ、そんなことでこのコラムの所は生かしましょう。はい、

第２章。いよいよ『札幌の子どもたち』で、私たちが一番エネルギーを注ぎ

込んだ所なんですけども、ここに書かれていることはやっぱり我々25人の総

意であります。ですから言葉遣いも含めて表現、評価、一応チェックいたし

ましょう。じゃあ、お願いします。 

事務局(係長)   『第２章 札幌の子どもたち １ 家庭と子育て 子どもたちが未来に希

望を持ち、思いやりと豊かな心を持って、いきいきと成長することは、大人

の願いであり、責任です。一人ひとりの子どもが安心して育つためには、家

庭で子どもを安心して育てることができる社会のシステムが必要です。子ど

もは親をはじめとした大人たちからの保護を必要としています。特に、乳幼

児の場合は「保護される存在」としての性格を強く有しています。しかし一

方で、子どもは生まれた瞬間から一人の人間であり、大人たちは家庭におい

ても地域においても「パートナーとしての子どもの存在」を認め、「あなた

は大切な存在なのだ、人と違ってもいい、失敗してもいい、いつでもあなた
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を守ってあげるよ」というメッセージを伝えながら、育てることが大切です。

懇談会・出向き調査等で行った「子どもの気持ちアンケート」の結果では、

子どもにとって家庭は、「落ち着く場所」であり、「楽しく、ほっとする場所」

と答えています。また、大人への調査結果では、子どもにとって一番大切だ

と思うことは、「愛されて育つこと」・「健康であること」の順で、子どもに

してあげたいことでは、「もっと話を聞いてあげる」・「子どもを守る」・「家

族で過ごす時間を確保する」の順でした。近い将来、ともに社会をつくる存

在として一緒に歩んでいかなければなりません。子どもを取り巻く全ての環

境に心を配り、子ども自身の持っている力を信じて、「子どもの最善の利益」

とは何かを、家庭・学校・地域の連携のもとに大人と子どもが一緒に考え、

話し合っていくことが重要です。』 

委員長     ここの部分は家庭と子育て、そして次の小さな番号で家庭が（１）、それ

から（２）が保育園、（３）が幼稚園、（４）が児童虐待となっている、一番

最初に付けたはじめにの部分。全体を意識した文章なわけですけども、家庭

と子育てのね、どうでしょうか？ここの部分の書き方、見方について何か問

題はないでしょうか。いいですか、まあ、ここの所はいいかな。じゃあ、次、

家庭にちょっと着目して文章ができておりますので、お願いします。 

事務局(係長)   『（１）家庭 ①子育ての不安と負担 子どもは社会にとっての子どもで

もありますが、その養育と責任においては大部分を家族に負わされて期待さ

れています。しかし実際には、経済的にもケアの面でも子育てを家族だけで

担っていくことは困難になってきており、それは全国的に子どもの数が減っ

ていることにも表れています。平成16年の札幌市の合計特殊出生率（一人の

女性が一生の間に産む子どもの数）は、全国の1.29に対し、1.01となってお

り、全国のなかでも低い値を示しています。札幌市の次世代育成支援に関す

るアンケート（平成15年）によると、半数以上の保護者が子育てに不安を感

じており、支援策に対する要望も保育や医療費の負担軽減をあげていました。

この背景には、家族の変化や働く女性の増加などの社会的な変化も影響して

いますが、同時に一人の子どもを自立させるまでに必要とされる親のエネル

ギーと経済的な負担が膨大になってきていることも事実です。親のなかでも

母親は、子育ての一番の責任者として、また「よい親」として、子どもの育

ちの環境を整えていこうと懸命です。その結果、育児不安や育児ストレスを

抱え、また過度に外部の子育て・教育産業に頼らざるを得ない、その結果「お

教育」・「お受験」といった子どもの発達段階にそぐわない子育て環境も準備

されてしまいがちとなります。その一方で、保護者の働き方や都合にあわせ

て子育てがなされている場合も少なくありません。親を非難するだけではな

く、親の労働環境をはじめとした保護者の環境整備も含めて、子育てを考え

ていく必要があります。 
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 ②保護者の悩みと子育て支援 札幌では就学前の子どもたちに対する子育

て支援センターや子育てサポートセンター、各区での子育てサロン、保育

園・幼稚園での延長保育や一時・病時保育、学童の子どもたちに対する学童

保育・児童クラブなどのサービスメニューの充実や施設等の環境が整備され

てきています。しかし、こうした多くの子育て支援メニューが用意されてい

るにも関わらず、それらのサービスや情報にアクセスせずに、あるいはアク

セス出来ずに孤立した子育てに悩んでいる親も多くいるのではないでしょ

うか。札幌市のどのような条件にある親にとっても、子育てが充実したもの

となるようにしていくことが、子どもの子育ちの権利を保障していくことに

もなります。』 

委員長     さあ、ここなんですけれども、どうでしょうかね。まず第１行の『その養

育と責任においては大部分を家族に負わされて期待されています』という。

日本語がこなれていないということがありますね。ここはこの趣旨で日本語

を正しくもうちょっと使わなければいけないだろうなと思います。それと私

が気がついたのは８ページ目の①の下から４行目の所に『といった子どもの

発達段階にそぐわない子育て環境も準備されてしまいがちとなります』とい

う、ここがちょっとわからないんだけども、ここを書いていただいたのはＪ

委員だっけ？お二人でしたよね。この『準備されてしまいがち』という趣旨

は？『教育産業に頼らざるを得ない、その結果「お教育」・「お受験」といっ

た子どもの発達段階にそぐわない子育て環境になってしまう』という風に書

いてしまうと趣旨が違いますか？ 

Ｑ委員     これは私が書いたので、子育て環境になって、ごめんなさい、今、委員長、

何て言いましたっけ。 

委員長     『といった子どもの発達段階にそぐわない子育て環境になってしまいま

す』とか、『蔓延しています』とか。『準備されてしまいがち』というのは読

んでいくとプラスのイメージですよね。 

Ｑ委員     お母さんとしては良かれと思って一生懸命やっているんだけどというと

ころで。でも要するにお母さんの不安な所に入り込む形で教育産業なり、子

育て産業なりがバーッと入ってきて、お母さんとしては一生懸命そこでコー

ディネートしていって、外側のそういう産業に乗っていくと結果としてそう

いう風に準備されちゃうよということなんです。でもそれは言葉の所は変え

ていただいてかまいません。これはもちろん私はいい意味で言っているので

はなくて、子どもにとってはよくないんだけど、でも当のお母さんとしては

一生懸命なんです。その子どものためにお母さんとしては良かれと思って準

備しているんだけど、外から見るとあらまという感じを書きたかったという

ことです。 

委員長     準備というのが何か皮肉というか、そのような括弧を付けたくなるような、
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そのような準備。だから『子どもの発達段階にそぐわない子育て環境に陥っ

てしまう』とか『なってしまう』とかの方がわかりやすいでしょうかね。 

Ａ副委員長   ストレートに言った方がいい。『そういう子育て環境になっているんだ』

と。 

委員長     そういう『そぐわない環境になっている』ということにしましょう。 

Ａ副委員長   そしたらお母さん方に否定されるということに配慮したから、『そういう

準備状況になっているのではないでしょうか』という風になったのでしょう。

そうでなくてストレートにした方がいいですね。その方が。 

委員長     似たようなことが②の下から３行の所の『子育てに悩んでいる親も多くい

るのではないでしょうか』も『多くいます』と言っちゃっていいんじゃない

でしょうかね。『じゃないでしょうか』というほど我々確信がないわけじゃ

ないですよね。『多くいます』でいいですよね。私はそういうことにちょっ

と気がついたかな。あとどうでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｄ委員     ８ページで（２）の保育園の上、２行目の『札幌市のどのような条件にあ

る親にとっても』って、これ、確かこの間の時もあったんですけど、『どの

ような条件』という言葉遣いに関して言わんとすることは何となくわかるん

ですが、どうしましょう。 

委員長     『札幌市の全ての親にとって』という風に言っちゃっていいんじゃないか、

これは。『あらゆる条件に』というよりも『全ての親にとって子育てが充実

したものになるようにしていくことが』。これ、子どもの子育ちの権利とい

う言葉が。 

Ｇ委員     私たちの元の原稿では『子どもの育ち』にしたか、何か違って。私もこれ

を読んで違和感が。 

委員長     これ、いくつかのやつを。 

Ｇ委員     多分凝縮して。私も自分で見えたんですね。あれ、子どもの子育ちって書

いたかなって思って。なので、例えば『子どもの育ち』にするか、『子ども

の』を取って『子育ちの権利』にするかのどっちかの方がすっきりしている

なと思います。 

委員長     そうですよね。『子育てが充実したものとなるようにしていくことは』。子

どもを取ればいいのか。まだ子育ての権利というのは一般的ですが、子育ち

の権利という言い方は必ずしも一般的ではない、ものすごく我々の間で意味

深いものとして使っていますけども。わかるかな、子育ちの権利。子どもが

育っていく子ども自身の権利という、成長・発達する権利のことをもうちょ

っとまとめていくと子育ちの権利となるんですよね。だから『充実したもの

となるようにしていくことが、例えば子どもの発達・成長する権利につなが

るんです』とか、『するんです』とか、そのような流れであればいいんです

よね。じゃあ、ここはちょっと文章を考えましょう。そういう趣旨を入れて
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ね。はい、どうぞ。 

Ｊ委員     書いた本人なんですけども、読んでいて、以前会議の中で「保護者という

名前に統一しましょう」という話があったんですけども、文章の中には親が

出てきたり、母親が出てきたり、保護者が出てきたりという風になっている

ので、これはどういう風にしたらいいかなと今聞いていて思ったんですけれ

ども。 

委員長     確かに①の最後の方に『その一方で、保護者の働き方や都合にあわせて

云々』と保護者を使って、すぐに『親を非難するだけではなく、親の労働環

境をはじめとした保護者の』って。これ、使う場所によっては保護者でいい

場合と、親と言ってしまっていい場合があるので。だから『親の労働環境を

はじめとした保護者の環境整備』というのは『親の労働環境をはじめとした

親の環境整備』。だから保護者というのは必ずしもイコール親というばかり

ではないという意味が込められているわけだよね。ちょっとその保護者と親

の言葉の使い方。 

Ｅ委員     今のところで言えば『親を非難するだけではなく』の所ですけども、それ

を『保護者』に変えれば『保護者を非難するだけではなく』として、次の『保

護者の』という所を取っちゃって、「労働環境をはじめとした環境整備も含

めて、子育てを考えていく必要があります」という風に『親の』とか、そう

いう部分をポンと取って『保護者』に変えるだけですっきりすると思います

けども。 

委員長     ここの部分はそう言われればそれでつながるね。 

Ｃ委員     ４行目の『親のエネルギー』とか、それから６行目の『親の中でも母親は』

という所。確かに母親は一番苦労しているからあえて言うなら、それはそれ

でいいけど。 

委員長     この間はあれでしたっけ、保護者でいこうということにしたんでしたっ

け？どうかな？どう思います？一番親とか、保護者が出てきそうな場面って

この『家庭と子育て』の所が多いのかなと。あと学校は保護者という言い方

で。学校までいくと保護者で、小さい時は親というのは。何かその辺の使い

方のルールというものをスパッと説明していただける方はいません？  

Ｋ委員     これは私の客観的な説明ではないんですけども、家庭の場合は親の方が読

み手にはすんなり入ると思うんです。それで幼稚園、保育園、学校などは保

護者でよろしいかと思うんですけども。一般的にその血縁関係があるないに

かかわらず、家庭の中では親子という関係で押さえていいように思います。 

委員長     なるほど。保育園以降は保護者で、それ以外は親。じゃあ、②の『保護者

の悩み』というのではなくて『親の悩み』となるわけですね。これだけで時

間を取るわけにはいきませんので、ちょっと保護者と親の言葉遣いをどう考

えるか、考えます。じゃあ、そのほかはいいですか。今のところはね。じゃ
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あ、保育園にいきます。 

事務局(係長)   『（２）保育園 子どもの育ちにとって「育つ・育てる・育ちあい」のバ

ランスは重要であり、保護者との関係だけではなく子ども同士の関係である

集団も必要不可欠です。また、子どもの生活は、在宅と集団における保育が

併行した関係を持っており、子どもにとって最善の利益をもたらす両者の時

間などのバランスを必要としています。とりわけ、０～２歳の時期には必要

以上のストレス状態を回避させるべきところですが、懇談会や出向き調査の

結果では、子どもの成長・成熟に不自然な力が加わり発達が歪められている

ケースが目立ちました。たとえば、明らかに就学前と思われる子どもが深夜

に居酒屋や温泉に保護者といたり、保護者自身が朝食を取らない習慣がある

ため、子どもの朝食に必要性を感じていない保護者もいます。そんな養育を

されているからでしょうか。月曜日は疲れていて、保育園は癒しと休息の場

になっている子どもも珍しくありません。明らかに、「育つ・育てる・育ち

あい」のバランスが崩れています。こうした環境で育つ子どもが、依存構造

喪失や自己実現が不十分な状況で年齢を重ね、攻撃性の制御などセルフコン

トロールが困難なケースが多くなってきている、と推測できます。家族のあ

りかたや就業形態の変容に伴い、子育て支援を越えて家族支援（ファミリー

サポート）が重要な時代になってきています。そのため、保育園の機能も子

育て支援や地域開発や交流、更には延長保育や相談業務などへの拡大が求め

られるのですが、人的および経済的裏付けがないまま仕事だけが増大し、保

育士たちの献身的な労働によって支えられているのが現実です。 

委員長     ここの所はＬ委員。どうもお久しぶりでございます。ここの所はＬ委員に

書いていただいた所なんですけども、ちょっと削ったり、言葉を変えてしま

ったような所があるんですけども、ご自分の原稿と比べていかがでしょう？ 

Ｌ委員     お上手にまとめていただいて。一つだけ大きな、これ、単純なミスだと思

うんですが、最後の３行目ですね。４行目かな。『そのため、保育園の機能

も子育て支援や地域開発』ではなくて『地域開放』ですね。保育園や幼稚園、

あるいは施設の地域開放、地域交流ですね。これが間違いです。実は一つ僕

も非常に悩んで、我々仲間がずっと悩んできたのは、先ほど『保護者の悩み

と子育て支援』の所で、育つことなんかの『子育ち』ですね。僕はぜひこの

子育ちという言葉を、札幌の子どもの権利条例の一つの核にしていただけれ

ばなという思いがあるんです。というのは障がい者の施設もそうなんですが、

我々やっている時に必ず「何かをしてあげる」とか。「余計なお世話だい」

という感じなんですよね。つまり子どもたちが生物学的に自分で育つ力を無

視しているというんでしょうか。そういう意味では以前から、この10年ぐら

い我々の仲間も育つ、いや育ち、どちらの言葉が適切なんだろう。あるいは

世に理解を深めてもらうためにどちらが適当なんだろうと随分悩んで、たま
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たま私は育つという言葉を使っているんですが、この順序も普通であれば育

てる、必ず育てるなんですよね。これは教育の目標がいつでも、学校でもそ

うですよね。人間形成とか言っちゃって、他動詞といいますか、何々させて

やるみたいなケースが多いんですよね。ですからこの育つ、育つでいいのか

な、いや育ちかなと僕も随分悩んでいるんですが、その辺はご検討いただき

たいんですが。あともう一つは８ページの一番下の所、『こうした環境で育

つ子どもが、依存構造喪失や自己実現が不十分な状況で』というと、文面が

これでいいのかな、こんな風に書いたつもりはないんだけれどもなというこ

とで、つまり依存構造喪失ということが一番最初の７ページの『家庭と子育

て』という所で親のアンケートに表れていますよね。『大事なことは愛され

て育つこと』、それから『もっと話を聞いてあげたい』、『子どもを守る』。実

はこのことが非常に崩れている時代だということなんですね。学力さえもお

金で買える時代になってきているという、さっきのお受験じゃないですけれ

ども、ですから文章として『こうした依存構造喪失の環境で育つ子どもが』

と言った方がいいのかなと思ったりしているんですが。いや、すいません。 

委員長     前から「依存構造喪失や自己実現が不十分な」という言葉の難しさ。これ

をかみ砕いて。もう大坂先生がいらっしゃるのを首を長くして、私たち、待

っておりましてね。 

Ｌ委員      メールでこの間Ａ副委員長から。入試の最中に来ていただいていたもの

ですから、終わってから昨日ちょっとメールを出しましたですね。 

委員長     来ました？ちょっとかみ砕いたやつ。 

Ｌ委員     要するに依存構造喪失というのはさっき前に書いていたから、これでいい

んですね。簡単に言っちゃうと、それこそみなさん専門家ですから、フォル

トマンが言う『ほ乳類としては人間は生理的にそうなんだ』と。つまり依存

という言葉がいいのか、養育という言葉がいいのか。要するに保護されない

と生きられない動物であることは確かなんですね。０歳から。つまり心理的

に今度は社会的にもかかわる人との中で依存しつつ、自立するというのが人

なんだという基本的な言葉があるわけですね。いわゆるかかわるということ

も含めて、今非常に崩れていると。つまり愛されて人になるという事実を私

たちは忘れている。惚れられて人は人になっていく。惚れられて、私たちは

惚れることを知るということを、僕は実はこの札幌だけじゃなくて随分いろ

んな所を通じて、このことが実は子どもそのものの権利を侵害しているので

はないかなと非常に強く感じているんです。実はこの言葉を一番最初に使っ

た学者は学級崩壊の件で、この言葉を学級崩壊、学校崩壊という形の中で、

これに似たような言葉を使っている方がいるんですよね。要するに簡単な話、

あまり愛されないで育っているという。ただ密着した親子関係とか、人の関

係とか。だから以前日本だと思うんですけども、日本のある文部大臣が中学
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生に向かって「オイ、何か困ったら先生に相談しなさい」と言ったら、子ど

もが「信頼できないから、相談しないんだ」という話ですよね。要するにど

の場面でも信頼関係といいますか、ただどういう言葉で置き換えたらいいか

というと、いっぱい要素があるんです。愛情とか、信頼関係だとか、関わり

だとか。 

委員長     その先生のご趣旨はここのスペース、これぐらいのスペースで書き終わら

なければいけないんですよ。それが２倍にも３倍にもなってしまうと、こち

らも困ってしまうんですよ。ですから育ちを一つのキーワードにしたいとい

う。これは前にも７ページの所で、『子ども自身のもっている力を信じて』

という子ども自身が持つ力、そちらにつながることで、そういう意味での育

ちという言葉を重視するということはいいとは思うんですけども。 

Ｌ委員     この育ちというのをいろんな所で。何といいますか、多少コントロールす

る必要があるのかなと思うんですよね。僕は育つという言葉を使うし、子育

ちという言葉もあるということで、この辺も整合性、育ちという所でね。依

存構造が難しければカットしてもいいんだろうと思うんですよね。 

委員長     確かに『育つ・育てる・育ちあいのバランスが崩れています』と言い切っ

ちゃって。 

Ｌ委員     そういう意味では依存構造の所をなくしてもいいのかもしれないですけ

どね。ですから自己実現というのも要するにそういう状況の中で、その子ど

もらしさがというか、私たちらしさが認められる、受け入れられる社会状況

にない。タタニングの中でというか、非常に競争原理の中で。どこかで使っ

ていましたから、これも入ってもいいかなと思ったんです。 

委員長     わかりました。そうしましたらこの言葉を説明し始めると相当なスペース

が必要になりますので、そういう場合はカットするというのでいいのかもし

れませんよ。 

Ｌ委員     ただそうやっていくと、僕が非常に重要に思っているのは、その人間の持

つ攻撃性がセルフコントロールできない状況になっている中高校生、あるい

は青少年の問題というのは就学前と非常に密着な関係があるという風に。 

委員長     そしたら『「育つ・育てる・育ちあい」のバランスが崩れてきているから、

攻撃性の抑制のセルフコントロール困難なケースが多くなってきている、と

推測できる』とスポンとつなげるのはあまりにも乱暴すぎる？ 

Ｌ委員     説明しようとすれば切りがないし、簡単にしようと思えばいくらでも簡単

にできるから。 

委員長     この所、３行ぐらいでスッといけるかどうかが今勝負なんですよね。 

Ｌ委員     ３行ぐらいでというと？ 

委員長     この『バランスが崩れています』。それから「セルフコントロールが困難

なケースが多くなってきている」。ここは事実としてわかるわけですから、
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それをつなぐ『依存構造喪失、何とか』という深い専門用語を使わないで、

それをつなげる言葉として、文章として３行ぐらいでスススッとつなげてい

ただけるかどうかと。 

Ｌ委員     いや、お任せします。多分こういう「未来を考えろ」とか、こういうもの

が出た時にみなさんがわかりやすい言葉でというと、どこの地域を見ても同

じようなことしか書いていないというか、「まあ、こんなもんだろう」「まあ、

そうだろう」って誰が見ても分かるような、分からないようなということで、

ちょっとこういう言葉を使った方がいいかなと思って使ったんですから。カ

ットしましょう。 

委員長     でも先生、３行ぐらいで先生の言わんとしている所が直せるように。思う

んですけど、今度の土日で少し、３行に集中していただくというのはいかが

でしょう？  

Ｌ委員     具体的に言うと、３行というと？ 

委員長     こうした』があるじゃない。ここから『推測できます』となっていますよ

ね。ここの所は元々のＬ委員の地の文章でございますよね。これを。 

Ｌ委員     の部分を依存構造をもう少しわかりやすい言葉で、自己実現もわかりやす

い言葉にして３行で。 

委員長     そうそう。全部を３行じゃないですよ。 

Ｌ委員     これ以下全部を３行にするのかと。 

委員長     そんなことはないんです。そんなことを言っているつもりはないんです。

この２行分ぐらいの所を３行かそこらでもうちょっとかみ砕いていただく

ということで。 

Ｌ委員     わかりました。 

Ａ副委員長   Ｌ委員の使った、説明された言葉で依存しつつ、自立するという時間が不

十分なんです。それが遅れても、大人になってもまだ間に合うという問題に

ついてが、この自己実現という所で、それが遅れた人でもまだそれに相応し

い環境を求めていくという、そういう権利があるということを書かないとい

けないかなと。 

Ｌ委員     そこまで書くと逆に長くなっちゃう。 

Ａ副委員長   自己実現はカットしても、依存の所はちゃんと書いておかないと通じない

と思いますが。 

Ｌ委員     そうなんですよね。これは結局引きこもりだとか、そういう所までつなが

るあれなんだけど、Ａ副委員長が言ったように自己実現というのは説明する

と長くなるので、わかりました。とにかくやってみます。 

委員長     特にこの第２章というのは札幌の子どもたちの現実、事実を明示すると云

う所が主眼でありまして、この場合ですとバランスが崩れている事実、それ

から困難なケースが大きくなってきている事実と。質的には重要でして、そ
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れをつなぐ理屈が今おっしゃったような専門的な見地からあるわけでして、

それを３行ぐらいで。 

Ｌ委員     わかりました。 

委員長     つないでいただければという趣旨でございますので、よろしくお願いいた

します。 

Ｌ委員     ここを取ってもいいんじゃないですかね。括弧の所。家族支援でわかるん

じゃないですかね。ファミリーサポート。９ページの上から２行目。これ、

どっちかで。 

委員長     そうするとこの字数だけ先生が増えます。使える字数が増えますので。そ

れと最初の『明らかに就学前と思われる子どもが深夜に居酒屋にいる』とい

うのはおかしいかなと思いますけども、『温泉場にいる』というのは、誰か

から懇談会の時に出た話ですよね。何で温泉場がいけなかったんでしたっ

け？家族で温泉に行っていて、夜中に子どもがその日だけ走り回っていたっ

て。 

Ｌ委員     実は昨日も行ったんですが、昨日12時ぐらいまでいたんですが。 

委員長     どこにですか？ 

Ｌ委員     いわゆる温泉といっても、いわゆる日帰り温泉ですよ。健康ランドという

んですか。 

委員長     スパとか。 

Ｌ委員     そうそう。僕が行ったのはたまたま近くのアシベ（ＡＣＢ）で、昨日12

時までやっぱりいました。驚きました、目の前に。 

委員長     定山渓と登別温泉と違うんだ。 

Ｌ委員     じゃないんです。 

委員長     先生、温泉といったらちょっと誤解がありますので、わかりました。 

Ｌ委員     それは懇談会でもいっぱい出ました。そのことは幼稚園でも言っていたん

です。とにかく月曜日が子どもたちの、幼稚園・保育園では癒しの場で何も

できない。でもそれは母さん型が悪いんじゃない。お母さん、お父さんは深

夜とか、日曜日じゃないと子どもと関われないと。日曜日でも仕事をしてい

る、だから遅くに子どもと関わるために連れて行っているんだということが

本音なんですね。幼稚園の方にはあまり書いていないんですけども、すいま

せん、余計なことを。 

委員長     ここが問題なんですけども。 

Ｌ委員     よかれと思っているんだけれども、よかれと思っていることが、夜、子ど

もの生活習慣、基本的リズムをという部分で。 

委員長     とにかく親がよかれと思っていようが何しようが、子どもにとってまずい

ことはいけないということを、我々は言ってやらなくてはいけないわけです

よね。 
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Ｌ委員     ところが現場の幼稚園、保育園の先生ったら、そうはなかなか。お客さま

ですから。文句を言ったら別な幼稚園に行ったり、保育園に行ったりします

からなかなか言えない。 

委員長     ですからそういう保育士さんに代わって、私たちが。はい。じゃあ、Ｌ委

員、執筆の方、よろしくお願いいたします。はい、幼稚園、お願いします。 

事務局(係長)   『（３）幼稚園 札幌市内の３歳から５歳の子どもは44,805名で、そのう

ち幼稚園には26,882名（私立幼稚園25,278名、市立幼稚園1,604名）の子ど

もたちが通っていますが、少子化や核家族化によって家族の状況が変化して

いることにより、子どもの生活が変化しています。子どもが発達の上で、食

事、排泄、衣服の着脱など、身辺自立に遅れが目立ち、夜遅くまで起きてい

るなど大人と同じ生活をすることで、生活リズムが乱れていることから、基

本的生活習慣が乱れているように見えます。また、個性豊かにのびのびとし

ている反面、勝手な行動が多く、友だちと一緒に遊ぶことができるようにな

るのに時間がかかる子どもが増えてきました。テレビなどによる疑似体験は

多いのですが、体験しながら身につけたことではないため、知っていること

と行動できることに大きな開きがあり、遊びを通してそこの差を埋めていか

なければならない子どもたちに出会うこともめずらしくありません。幼稚園

では、子育て支援のために様々な試みが実践されています。たとえば、お弁

当をつくるのが大変だ！という親のために80％の幼稚園が給食を実施し、保

育の前や終了後について子どもを預かる『預かり保育』を85％の幼稚園が実

施しています。その他、満３歳になった子どもの入園、障がい児の受け入れ、

未就園児に対する子育て支援などを通じて、幼稚園児ばかりではなく、両親、

兄弟までも支えていかなければならなくなってきています。 

委員長     はい、これはＴ委員に執筆していただいたものですけども、どうでしょう

か。まず下から５行目の『たとえばお弁当をつくるのが大変だ！』というの

がありますね。これは『たとえば親のために給食を実施』という書き方でい

いんじゃないですかね。その『お弁当をつくるのが大変だという親のために』

という書き方をしていますけれども、『たとえば親のために80％の幼稚園が

給食を実施している』という書き方でおかしくないですよね。ダメなんです

か？お弁当をつくるのが大変だという親ということを言わなきゃダメなの

かな。 

Ｌ委員     一番最後、『両親、兄弟までも支えていかなければならなくなってきた』。

確かＡ副委員長、つい２、３年前に変わった教育要領の中には、このことが

入っているから、こういう言い方までしなくてもいいんじゃないかなという

気もしたんですよね。親のために給食をというと、これはちょっと失礼、き

ついんじゃないかなと思うんですけどね。 

委員長     お弁当をつくるのが大変な親のためにというんだったらまだいいよね。で
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もびっくりマークは取りましょう。これ、何でしょう。私はちょっと付けた

だけ。 

Ａ副委員長   基本的には子どもの健康のために給食が成立しないとおかしいというこ

とになるんだけど、おかしなことについて書いていますから、この章は。 

委員長     だから先ほど保育園の所で子育て支援、家族支援というところまでＬ委員

が書かれたのと、多分『幼稚園児ばかりではなく、両親、兄弟までも』とい

うのは同じ趣旨ですよね。だから、まあ、執筆者が違うのでこういうことに

なるんだけど、これはこれで、みなさん、いいんじゃないですかね。趣旨と

しては、いわゆる家族支援、ファミリーサポートのことを、必要性を書かれ

ているわけですから。それぞれが執筆しているという不統一さも特徴にした

いと思うので、どうでしょうか。いいですか、何かあとお気付きの点はない

でしょうか。今日の段階でね。じゃあ、先に進みましょう。児童虐待です。 

事務局(係長)   『（４）児童虐待 札幌市の児童相談所が受けた虐待の通告は平成16年度

で242件にのぼり、虐待の類型としてはネグレクト（栄養不良、極端な不潔、

怠慢ないし拒否による病気の発生、学校へ行かせないなど）の割合が高いこ

とが特徴であり、その割合は年々増加して平成16年度には７割近くにまでな

っています。また、被虐待児の年齢構成では、小学生が約半数を占めており、

小学生で身体的・心理的虐待が中学生で身体的虐待が、さらに高校生で性的

虐待が高いという特徴があります。虐待の中でもネグレクトは、身体的虐待

に比べて周囲から見ても虐待として認知しにくく、その判定も難しいという

性格を有しています。また、虐待を行っている者は全体の７～８割を実母が

占めています。家族からの相談件数は、全体の３～４割ですが、その９割以

上が母親自身からの相談であり、虐待者である母親自身も子育てに悩み苦悩

していることの表れといえます。虐待相談を受けた後の被虐待児の処遇とし

ては、在宅指導が７割強を占め、児童相談所による指導だけではなく、地域

での子育て家族への援助・見守りの必要性が高いと考えられます。また、残

念ながら施設に入所した後の保育者からの虐待被害も報告されています。大

人に対する虐待禁止を訴えるだけではなく、保護者をはじめ、子どもに関わ

る大人の環境を整えなければ、子どもの人権を守ることは困難です。』 

委員長     この虐待のところの指摘は客観的な状況の説明で。 

Ｇ委員     すいません。私、自分で書いたんですが、また、また、またが多いので、

最初の２つほどの、最初の５行目のまたを取っていただいて、10ページの一

番上のまたも取って、最後のまたは残してください。自分では勢いで書いて

感じなかったんですが、今こうやって見ると大量のまたなので消去してくだ

さい。 

委員長     じゃあ、そうします。 

Ａ副委員長   今のまたのところで。『残念ながら施設に入所した後の保育者からの』と
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いう風に書かれているんですけれど、これは２次的な虐待と呼んでしまうも

のでもないんですか。最初家族の中で被害を受けて、そして施設に入ってま

た虐待の被害を受けたので、２次的な虐待と呼んでいいものだと思うんです

けど。 

Ｇ委員     そのつもりで書いたんですね。施設の中でも要するに指導員であるとか、

保育士であるとかというところの、多分Ｍ委員の所でも、養護施設の所でも

触れているかもしれないですが、Ｍ委員の方にちょっと事前に「こっちでも

書いていい？」ったら、「それはオーケーだ」ということだったので書いた

んですが。 

委員長     わかりにくいとすればその後の『大人に対する虐待禁止を訴えるだけでは

なく、保護者をはじめ、子どもに関わる大人の環境を整えなければ』という

所で、ということは施設内虐待というのは環境が整っていない問題だという

ことにつながっていますね。 

Ｇ委員     もちろん人員配置の問題だとかで。もしもそれを、今、Ｍ委員がいらっし

ゃいましたが、養護施設の所で、私は虐待というくくりで家庭の中の虐待だ

けではなくて、そこまで書いてしまったんだけども、逆にこの３行の部分は

養護施設の方で触れているのであればカットしてもいいのかもしれないん

ですが。 

委員長     ただ養護施設の所では、要するに施設職員は少ない、まして限られた予算

で限界を感じているんだと。施設内虐待がそれによって誘発されるというよ

うな記載にはもちろんなっていないんですけども、現場での矛盾、限界とい

うことは22ページの所で書かれているわけなんですけども、こっちに入れま

すかね。確かにこの３行、施設内虐待というのは家庭と教育の所で言ってい

るのに、途端に子育てで、家庭と子育ての所で施設内虐待がポッと入って来

てしまう。 

Ｇ委員     前はこの児童虐待が家庭の中になかったので、こっちに入れたんですが。 

委員長     そうですね。いろいろと組み替えして今日に至っておりますけれど、秦先

生、今来て、こんな話で申し訳ないんですけども、10ページの児童虐待の最

後の所で施設内虐待のことをちょっとＧ委員が触れたんですけども、これを

ここで触れるよりもＭ委員が書いた児童養護施設の22ページの所に、『施設

員が少なくてもうケアの限界である』という記載がありますが、その流れの

中でそれが施設内虐待にもつながるんだというような書き方をするのはい

かがでしょうか。 

Ｍ委員     大丈夫です。 

委員長     大丈夫ですか、じゃあそうします。 

Ｂ副委員長   Ｇ委員、ここの『また、残念ながら施設に入所した後の保育者からの虐待

被害も報告されています』と書いて、その後の文章というのは施設に入所し
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ている子どもが２次被害を受けるというだけではなくて、もっと全体的な意

味合いを捉えて言っているんじゃないですか、ここは。 

Ｇ委員     その最後の『保護者をはじめ』と書いたのは、まとめの所なので施設職員

だけではなくてというつもりで書いたんです。 

Ｂ副委員長   そうですよね。要するに虐待の予防というものは子どもに関わる大人のそ

ういう予防環境を整える必要があるんだと言っておられるのかなと思って

理解していたんですけども。 

Ｇ委員     ただこれが座りがあって家庭かな、家族かな、一番大きな座りが家庭と子

育ての所の中のパートになっちゃったので、どういう風に書けば。 

Ｂ副委員長   それともう一ついいですか。９ページの一番下、『ネグレクト云々』の所

で『その判定も難しいという性格を有している』、これは誰が判定するのか

というのは、市民がこれを判断するんですよね。 

Ｇ委員     いや、それは違うんですね。虐待として一般の市民は認知しにくくて。 

委員長     だから周囲から見ても虐待として認知しにくくと。 

Ｂ副委員長   この判定という意味は専門家が。 

Ｇ委員     それにしてもネグレクトというのはかなり難しいんですね。程度の問題に

関わってくるので。現実にここに関わっているのかもしれないんですが、そ

うしましたら『認知しにくい』という所でも、もちろんいいんですけれど。 

委員長     これぐらいの指摘は、ネグレクトはどういうわけか札幌の場合全国から比

べて高いということですので、ネグレクトの特徴はこの２行、これはこれで

いいんじゃないかなと思いますけどね。『周囲から見ても虐待として認知し

にくく、専門家も判定が難しい』ってかい。そこまでなくてもいいんじゃな

い。 

Ｇ委員     なんか児相批判みたいでいやだなと思ったので。 

Ａ副委員長   いや、それほど難しいので人権侵害が起こりやすいということを言いたい

んですよ、本当は。 

Ｌ委員     あと一つだけ、教えていただきたいと思います。内容じゃなくて言葉です。

保育所という言葉。Ｍ委員、施設って、僕の理解では保育者というのは幼稚

園教諭、保育士、トータルで保育者という言葉も現実には使えるんですけれ

ども、施設なんかでは保育所、保育士の職種がありますよね。職員全体を保

育者？だから別に幼稚園の先生だ、保育園の先生だと弁護するわけではない

んですけど、保育所という言葉、何かきっとあるんじゃないかなと思ったん

ですが、すいません。施設に入所したあともだから、職員とか、施設職員と

かの方が。 

委員長     その方が我々にはわかりやすい。だからこれを児童養護施設の所に持って

いく時にはそういう風にしましょう。 

Ｄ委員     大きな１番の多分終わりだと思うんですけど、整合性の問題でちょっと話
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させていただきたいんですが、（２）の保育園と（３）の幼稚園。幼稚園の

場合だと札幌市の現状ということで、子どもの数とかを入れているんですけ

ど、保育園ではそういうのが入っていないと。これは多分この後の小学校、

中学校、高校でも入ってなかったんですね。パッと見た時。前にＰ委員が入

れてくださったけど抜けちゃったと。これ、確か入れるということになって

いたかと思うんです。一応札幌版の、札幌の現状だということでやっぱり数

は入れた方がいいかなと。それで２点目なんですが、保育園の中では保護者

という言葉が統一して使われているんですが、幼稚園の方になると親とか両

親という言葉が出てくるので、ここももう一回保護者なのか親なのかという。

（１）の家庭は親でいくのかなという感じなんですけど、この言葉の統一を

お願いします。 

委員長     そうだね、統一できるものは統一しましょう。 

Ｌ委員     今ご指摘のように、僕も保育園でいろんなデータを入れたかったんですが、

データはデータで後でまとめて入れるということなので、データをお願いし

てという風に僕は理解して、僕の文章にはあまり入れなかったんです。今そ

のことですよね。データの具体的な処理の仕方というか、統一して処理をす

るのか、各部でやるのかというのをもう一回。 

委員長     これはね、資料、いつだったけ、何回か前のやつで統計の資料を出したこ

とありましたよね。わかりました。そういう数字ね。盛り込むやつは盛り込

みましょう。待機児童のことを入れるって言ってたんだよね、確か。わかり

ました、ちょっとそれもあれいたしましょう。数字をこの中にどうやって盛

り込むかということ。できるだけ盛り込めばわかりやすくなるかもしれませ

んのでね。はい、そしたら１の所はいいかな。家庭と子育てですね。次、学

校にまいります。ところが学校じゃ今のように読めばいいかというと、けっ

こうボリューム量が多いわけですよね。それでこれは読むと時間がかかるの

で、私がポイントを、さっきずっと読んでいたので、ポイントを申し上げま

すので、みなさん、目で追ってください。まず２の学校の所は、最初にはじ

めにを付けて、小学校、中学校、高校という所の、もっとあるんですけどね。

学校関係の所の総論というか、『はじめに』になります。こういうことでく

くっていいかどうかということなんです。それで無理に、学校に行けない子

どもたちも行っている子どもたちも両方とも、今の学校の生活の中でけっこ

う苦しんでいるんじゃないかということで、『学校５日制によってゆとりが

なくなり、かえって過密な一週間になっている。これはいまの子どもたちが

共通してもっている感覚だと思います。』という捉え方、これでいいかどう

か。それからその次の段は『子どもたちは学ぶことの喜びを感じて生活して

いるのでしょうか。』のあとにまた学校５日制のことが出ていますけれども、

この部分は上と重なりますので、ここは削ります。そして統計に従っていて、
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学ぶことに喜びを感じていないのではないかというような捉え方になりま

す。そして最後『学校の先生の権利が保障されなければいけないところ、定

年前に退職したり、心の病気で休職する教師が増えており、その疲弊状態は

深刻です。』という、この３本で総論をまとめてみたんですけども、これは

どうですかね。あとの方で、中身でまた詳しく展開はしているんですけども、

あれでしょうね、やっぱりね。別な見方で、子どもたちは学ぶ楽しみになっ

ていますよという人がいるかもしれませんね。そういう書き方はどうですか

ね。ただ５日制によってゆとりがなくなって、過密な１週間になっていると

いうのは事実だと思うんですよね。これはね。そのあとの学ぶことの喜びを

感じているかどうかという所の書きっぷりはいかがでしょうかね。ここはＦ

委員に書いていただいたのを加えた所なんですけども。 

Ｆ委員     学ぶ喜びを感じていませんと書いていませんから。『生活しているのでし

ょうか』と問いかけているので。 

委員長     こういう時には問いかけというのがいいわけですね。じゃあ、みなさん、

こういう問いかけをみんなでするというのはいいですか。問いかけるんです

からね。じゃあ、問いかけましょう。 

Ｌ委員     今問題になっているのは５日制だけじゃなくて、ゆとり教育とか、何とか

ってまったく反対のことが起きてましたよね。 

委員長     だから５日制だけではなく。 

Ｌ委員     本質的にはこれでいいんじゃないかと思いますよね。ほんのちょっとした

言葉の。 

Ｆ委員     ただこの『５日制によって』というのは、ちょっと言葉を変えた方がいい

かもしれないですね。 

委員長     学校が５日制によってと、５日制に直接原因があるかのような。 

Ｆ委員     ５日制になってもと。 

委員長     なっても。５日制になるんだから、楽になるのかと思ったらかえって厳し

くなっちゃったということを言いたいわけですから、学校が５日制になって

もかえってゆとりがなく、過密な１週間になってしまっているという、そん

な言い方にしましょうか。それからこの部分、Ｆ委員の言葉だったんですが、

下から５行目の『その結果、家庭では勉強時間を増やす、塾にやる、ここは

いいんですけど、ドリル・問題集を購入して、子どもを一層勉強に追い立て

るという。ドリル・問題集を購入することがどこか問題になりますか。 

Ｆ委員     アンケートの中に「ドリル・問題集を購入した」というのがあったんです

ね。で、そういう風にしたんですけども、そうですね、これだけだとちょっ

と不十分ですね。 

委員長     だから家庭での『勉強時間を増やして、塾にやる』。 

Ｆ委員     ドリル・問題集の中には例えば訪問販売だとか、電話だとか、様々あって
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そういうものに親が巻き込まれているという状況があるので、ちょっと書い

たんですけれども、その表現だけだとちょっと不十分ですね。 

委員長     では『塾にやるなどとの』というので通しましょう。じゃあ、そんなとこ

ろで総論はいいかな。はい、どうぞ。 

Ｊ委員     数字の出ている所なんですけれども、「今、悩んでいることの問い」の所

の小学生と中学生の数なんですけど、これは私たちが取った懇談会の数字と

は違いますけれども。〇〇はどこから出た数字なのかなと思うんですけれど。

今日もらっている子どもの気持ちアンケート調査の結果の42ページが私た

ちが取ったものなんですけども、小学生の「普段の勉強」というのは34.7％

で、中学生以上の「受験や進路」というのは45.4％なんですけれども。 

委員長     Ｆ委員、これ、どこかから引っ張ってきたんですよね。確かね。そんなに

数字が半分にも、倍にも違うというわけではないですからね。 

Ｋ委員     未来局さんからいただいた市教委の資料か、またはＮＰＯで実施したアン

ケートのどちらかで、私たちのアンケートとは違うかもしれないんじゃない

でしょうかね。Ｆ委員、違いますか。 

委員長     これは文部科学省の調査か。はい、それでいきましょう。じゃあ、次、い

きます。小学校です。小学校ですよ。ちょっと学校の部分というのはもう力

が入ってるわけです、長いんですけどね。これ、まず小学校の現状として米

代さんが書いてきてくれた所はアンケートや懇談会の声を中心に、こんな声

もあった、こんな子どももいたということをずっと書いてくれているので、

これはそういう子どもたちがいたんで、事実に違いないわけであります。小

学生の現状についてはどうでしょうかね。ＰＴＡと困ったことを相談する時、

誰に相談するかとか、いじめの問題を抱えている子どもたち、遊びについて。

いろいろ書いてありますけれども、まあこんなものかなという。 

Ｌ委員     ちょっといいですか。どうしても仕事上、幼稚園、保育園、障がい児の関

係が多いものですから、⑥の『幼稚園・保育園との連携』で、これ、一括し

てやっているんですよね。⑥まで一括してやっているんでしょ、①から。 

委員長     そういうつもりではなかったんですけども。最初から順番にいこうかなと。

（１）小学生の現状。 

Ｎ委員     どこかに出てくるのかもしれないんですけれど、現状として「自分が好き」

と思えない子どもたちが一定数見られましたよね。そこはちょっと触れてほ

しいなと思うんですが。 

委員長     それはどこかに入れたことは入れてあるんですけど、ここに入れた方がい

いかな。 

Ｋ委員     自己肯定観、入っていましたね。小学校の所ではないかもしれません。29

ページの課題の（２）。課題の方に。条例の課題ですね。29ページ『生活の

中での権利保障』の所に入っていますね。 
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委員長     なかなか小学生の現状ということで、これぐらいにまとめてというのは難

しいかもしれないけれども、どうでしょうか、ここの所は。あとで気がつい

たらまたお願いしますね。次、学校の現状なんですけども、学校の現状は①

から⑥までまとめたわけですけども。 

事務局（係）  すいません、委員長。最初の小学生の現状なんですが、Ｋ委員にはメール

でお伝えしたんですけども、最初の２行目『何か困ったことがある時に相談

するのは親と答えた子どもが多く』になっているんですけど、ここ最初はＫ

委員は母親と書いてくださっていたんですが、検討委員会がつくったアンケ

ートの方が「親」だったので、私の方で親の方に切り換えました。そして以

前Ｋ委員がおっしゃっていた青少年科学館とリトルキャンプのアンケート

の結果を、ここの注のような形で付けて、内訳として出向き調査で調査した

結果、お母さんが非常に多かったというような形の注を付けたらどうかなと

いうことを考えていたんですけども、そこはいかがでしょうか。 

Ｋ委員     委員会でつくった3000人から取ったアンケートも、出向き調査も合計300

人の小さなアンケートですけれども、結果にとても類似性が見られまして親

という押さえは必要だと思います。さらに聞き取り調査で聞いた結果、２カ

所、別な場所で取ったんですけども、やはり親の中でも母親という似た数字

が出ていましたので、注を付けていただけるとありがたいです。 

委員長     ここは教師と答えた子どもはごくわずかで、ここがやっぱりちょっと強調

したい所なんですよね、きっと。 

Ｋ委員     あまり強調したくはないんですけども。 

委員長     事実としてね。小学生の現状という。そんな所かな。あと学校の現状で、

①から⑥まで、⑥の前にまた何か学校の現状のはじめにみたいなのを書いた

んですが、これはこれでよかったんだっけな。ただ学校の現状になると、と

たんに施設に対する要望の話が出てくるんですよね。これって。 

Ｋ委員     私も学校の現状は１回書き直して、メールで送ったんですけども、そちら

の方は多分、分量が多かったので入れ替えしないで、その前の原稿のままで

出されていると思うんですけども、いかがでしょうか。 

委員長     これは削っていいかい？ 

Ｋ委員     前書きみたいになっていますので、削られてもよろしいと思います。 

委員長     特にここの所はいいかな、そこの所ぐらいで。それで学校の現状としては

６つの視点から書いてくれたんですよね。『特別支援教育（障がいを持った

子への支援）』ということで。はい、まずこの４行です。バリアフリーが進

められているところですけども、個別プログラムづくり・体制づくり・補助・

環境整備等々に課題が残されていますという。 

Ｋ委員     ちょっと言葉が足りないので足していただきたいんですけれども、『バリ

アフリー化が』と、それから『育つために今後更に』ということですね。今



 28

もそういう課題について検討されているんですけれども、今後継続してとい

う形です 

委員長     次が『学級経営上苦慮する状況（学級崩壊）』。経営なんてかなり専門用語

ですよね。業界用語ですよね。学級というのは経営するものなのかって。学

級経営上って我々使います？ 

Ｋ委員     使わないかもしれないですね。 

Ｆ委員     さっき11ページの（２）を削るんでしたっけ？ 

委員長     （２）ですか？ 

Ｆ委員     学校の現状のところ。 

委員長     いや、施設に。トイレを明るくしてほしいという声が上がったという、そ

の３行ぐらい。 

Ｆ委員     ３行ぐらいですか。ああ、そうですか。今の学級経営というのも言葉をち

ょっと変えた方がいいと思うんですけれど、ここの記述とさっきの『学校の

現状』に書いてある中身を一緒にして、もう少し丁寧に書いたらいいんじゃ

ないかなと。 

委員長     はじめの部分をということですね。 

Ｆ委員     そうですね。子どもの視点からは友だちやクラスメートとの関係と、学校

での友人や学級集団と。そういうことと、ここは関連したんだと思うんです

よね。この記述だけでは苦慮する状況がちょっと伝わらないので、学校の現

状で書かれていることと一緒にして書いたらいいんじゃないかなと思いま

す。 

委員長     そうするとこの学校の現状のはじめにの部分を使って、この②のところを

充実させると。 

Ｆ委員     今、小学生からそうですけども、子どもたちが友だち関係の中でものすご

く揺れ動くんですよね。高学年になればなるほどそうなんですけども、自分

が孤立することが非常に怖いので、独りぼっちになることが非常に怖いので、

友だち関係の中で非常に揺れ動いて、それがトラブルの原因の一つになるん

ですよね。それから幼小ずっとそうですけれども、先ほどの家庭の環境の問

題も含めて、子どもはみんな自分の安心する場所をなかなかつくれないと。

学校の中でも。そういうことが、教師の言葉で言うと、学級経営が非常にし

づらくなっている一つの要因だと思うんですよね。 

委員長     わかりました。じゃあ、そうすると学校の現状のはじめの部分がなくなっ

てしまいますけども、それはそれでいいですか？ 

Ｋ委員     そうしたら意味合いが違って書いてあるんですよね。ここに学級経営上苦

慮する状況っていうのは、学級崩壊と書かれてもけっこうなんですけども、

学級崩壊というのと友だち関係がうまくいかないというのは、ちょっと別問

題と私は捉えて書いたんです。教師や友だちとの中でストレスを感じるとか、
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自分にとっての友だちとうまくいかない面が大きく学習に作用したり、自分

の中で大きなウェイトを占めるというのとは違って、②に書きたかったのは

学級崩壊に陥った時に様々な形で、子どもたちにマイナスの影響が出てくる

ということを書きたかったんですよね。ただそれをここでは教師一人の責任、

力量という捉えではなくて、子どもにおよぶ影響の面からチームをつくった

り、それから今はないんですけども学校内で行っているんですけども、人的

な加配をして、そこをサポートして、その改善を図るということを書きたか

ったんですよね。ただ文章にするのがとても難しくて、うまく表現はできて

いないんですが。 

委員長     だから学級崩壊のことだけをここで書くという趣旨であればあれなんで

すけど、はじめの部分というものが学級経営というんですか、それと関係の

ある中身になっているわけですよね。だから学級経営上苦慮する状況の中の

１つがはじめにの部分で、もう一つが学級崩壊という現実。さらに中で２つ

に分けてもいいかなと思うんです、そういう意味でね。 

Ｋ委員     項立てしないで、前文の中に含めて書いていくという。 

委員長     いや、全部②に入れちゃう。 

Ｋ委員     ②に最初の部分を入れてしまうということですか。 

委員長     何か学級の毎日のことを思うとくくれるんじゃないかなと思うんだけど。

これ、学級経営というんじゃなかったら、なんて言葉を使ったらいいんです

か。学級づくりですか。学級づくりという言葉はあるんですか。 

Ｋ委員     ここで学級崩壊というのを取り立て、子どもの権利の、子どもにとっての

大きなマイナス要因ということで、学級崩壊というのを取り上げないのであ

れば、これを消して一番前の方に、教師の信頼関係、友人だ、学級集団とい

う関係に付け足して、学習の困難な状況に学級が陥ることもあるという風に

簡単に書くということでも大丈夫かと思いますけども。 

委員長     何ていう言葉でくくろうかなと。 

Ｋ委員     今、けっこう現状として、学級崩壊という状況はあると認識しているんで

す、私は。それはとても子どもにとってはマイナスの要因になっていると。

以前は学級崩壊というのはとてもまれだったんですけども、今はよくある話

になりつつあるという認識で書いてみました。 

委員長     いいえ、それはわかっているんですけどね。学級経営上苦慮する問題とい

うことで、②に書いてあることと、11ページの現状のはじめの部分に書いて

あることがくくれるかという話になるんですけどね。そして学級経営という

言葉がいいのかと。 

Ｆ委員     学校の現状のところに書いてあるそのままでいいんじゃないですか。学級

崩壊というと、②に書いてあるのをそっくりそのまま（２）の学校の現状の

下にずっと書くと。それでＫ委員が言っているのは、教師の問題として後半、



 30

②に書いてある下から２段のところはよくわかるんですけども、これだけ書

いてもなかなか意味がわからないのではないか。学級経営という風に書かな

いで学校の現状のところに、子どもたちの状況と、教師となかなか噛み合わ

なくなる問題について書けば、それで整理がつくのではないかなと思うんで

すが。 

委員長     そうしたら学校の現状の、今言っているのははじめにの所ですよね。項目

を立ててないんですよね。学校の現状というその部分だけで、はじめにの部

分に全部入れちゃってもかまいませんか。 

Ｋ委員     項目を立てないのであれば、はじめの中に入れます。それで項目を立てて、

これで少ないということであればもうちょっと書き足します。どちらでもい

いんですけども、今の話し合いの雰囲気では項目を立てないで、はじめにの

方に入れる方が。 

委員長     はじめにの施設の部分を３行削りましたので、そこにここの部分の最初の

方を入れて、Ｆ委員が今ご指摘の『学校・家庭、チームを組む云々』のこれ

は方策とか、解決策の期待ですので、これ十分伝わらないというのならこの

２行を消しましょうか。今の学校の現状という時に対策まで書かなくたって

いいわけだから。現状はこうだということで。 

Ｃ委員     だから書きたかったら『近年は低学年にも学級崩壊が見られるようになっ

た』とか、その中に学級崩壊という言葉を少し入れたいのなら、そこに入れ

たらいいんじゃないの。確かに学級崩壊というのが本当にあれば大変だし、

あちこちの学校でもけっこうあるからね、それを是非入れたいというなら、

当然入れた方がいいと思うし。 

委員長     その前の『指示が通りづらくなるケース』『一斉授業が成立しづらくなる

ケース』『パニックになって』という、これはトータルに学級崩壊という一

つの現象として書かれているのではないので。だから別に『近年低学年にも

学級崩壊が見られる』という風にわざわざ書かなくても、その前に書いてあ

るようなことが低学年にも見られるようになったということで、もういいん

じゃない。そういう扱いでいいですか。前に入れるやり方でいいんでしょ？

それで最後の『解決策を考えていく必要も出てきている』というこの２行は

削りましょうか。これはね。Ｋ委員、それでどうですか。 

Ｋ委員     この課題自体がすごく限られた負担の問題ですので、今のように書かれた

方がいいのであれば、そのように書き直していいと思います。 

委員長     そのように書き直してというのは？ 

Ｋ委員     担任の指示から。 

委員長     これ、３行ありますね。 

Ｋ委員     ええ、その３行を前の『学校での友人や学級集団云々』から『そこにスト

レスを感じている子どもが多く見られました』。またこのような、接続詞が
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今は思いつかないんですけど、『また場合によってはこのようなケースに至

ることもあります。その中で子どもたちは様々な悩みを抱えていくことにな

ります』という形でまとめてよろしければ。 

委員長     はい、じゃあはじめにと②をそういう形で、ちょっとまとめることにしま

しょうか。そうすると次は『学校づくりへの参加』ですね。これは子どもた

ちがもうちょっとやりたいということですね。これは学校の子どもたちのそ

ういう気持ちがあるということ。それから次に『いじめ』。これもいじめに

対する子どもたちの声をピックアップして触れて、最後はいじめの件数で締

めております。それから『不登校』。不登校についてもすぐ統計が来て、13

ページの方では市民の声って、これは懇談会の声ですよね。 

Ｋ委員     懇談会ではなくて、資料でいただいた市民からの投書っていうんですか、

メールって書いてありましたね。未来局さんにいったメールと書いてありま

したね。私が見た資料には。ホームページへの。 

委員長     ただここの所がやっぱりね。その学ぶ権利をもっと保障してほしいという

のは、フリースクールに行った時も同じような話になりますし、札幌市民の

１通のメールだけの声とは思えないので、これはいいね。『意見の中には』

もいいんじゃないかな。それからＬ委員、幼稚園と保育園との連携でござい

ますね。 

Ｌ委員     １つは13ページの所で、幼小連携というか昔からの。もう一つは整合性と

いう問題なんですが、15ページ。小中の連携というのが社会的に必要だと思

うんだけど、ほとんど出てきていないということが一つなんです。というの

は僕の原稿にも書いたと思うんですが、これには載っかってないんですが、

保育園の先生方、幼稚園の先生方は非常にそれを望んでいたということを、

僕は書いたはずなんですが。８ページ、９ページですね。抜けているという

ことなんです。この全体での子どもの発達の連続性みたいなところの中で、

その幼小関連、それから小中関連というのでしょうか、その辺のところがと

いうことが第１点です。第２点は趣旨はいいんですけど、文章上の問題で大

したことではないんですけど、『入学後なかなか集団に入れない』。入れない

のは悪いのか。『45分間の一斉授業に対応できない』。対応できないのは子ど

もなのか、先生なのか、集団に入れないのは子どもなのか、先生なのかとい

うこと。何か言葉の使い方の問題かなと。 

Ｋ委員     具体的に書かないで、学校生活にうまく適応できないとか、学校生活にス

ムーズに入って行けないとか、そういう形にした方がよろしいですね。 

Ｌ委員     その方が、いいんじゃないかと思うんですが。 

Ｋ委員     わかりました。これが子どもの自然の姿なら、それはそれでいいという考

えがあります。 

委員長     そうすると具体的には？ 
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Ｌ委員     具体的にはこの文章がちょっと変わるということと、幼小の連携というこ

とが出ていますから、あえて幼稚園、保育園の所で出さなくてもいいんだろ

うと思うんですが、小中もあっていいかなと思ったんです。次の15ページか。 

委員長     小中連携というのは、それは必要なことなんでしょうけれど、特に子育て

に関係して幼稚園と保育園の連携ということが。あえて小中の連携というこ

とを書かなければならないほどの問題性ということがあるんですか。 

Ｌ委員     そんな言い方をすれば幼小の連携も別に必要ないんじゃないですかとい

うことになりますよね。 

委員長     でもね、Ｔ委員なんかはそうは言ってなかったよね。 

Ｌ委員     だから保育園、幼稚園は絶対必要なんです。小学校とね。特に保育園はそ

うなんです。保育園の先生方が何を心配しているかというと、保育園は家庭

にファミリーサポートをしている。ところが学校に行ったら教育の場になる

ので、福祉から離れると。だけれども学校の中には、それだけ人が多くない

ので大変だねと。だけど幼小連携したいというのが保育園の中にも、幼稚園

と別個にあるんですよね。 

委員長     小学校との連携ということは特に大事だという。 

Ｃ委員     大事だけど、もうやっているから。形だけ変えているから。 

Ｌ委員     だからいいんです。小中は特に必要ないんですかという。 

委員長     だからあえて書くまでもないということなので。 

Ｌ委員     う言うんであれば、これもあえて書くまでもないかなと思うんですけども

ね。価値観として幼小の方が大事ということなんですか。 

Ｃ委員     今、ないからさ。もっとやってほしいということでしょ。 

Ｋ委員     いや、私はＬ委員と一緒に懇談会に出たんですけども、保育園、幼稚園の

先生から実はすごくこの声がたくさん出ていたんですよね。実質、小学校と

中学校は本当にもう一人ひとりの子どもについてのかなり何時間も使った

引き継ぎと、さらに先生が見に来てとか、先生と子どもが会ってとか、かな

り今やっている現状があるんです。 

Ｌ委員     これは実は不満なんです。幼稚園の先生方が何カ月もかかって、子ども１

人について書いて学校にもっていっても、学校はほとんど読んでくれないん

だということなんですね。 

委員長     だから幼小の連携が必要なんでしょ。 

Ｌ委員     そうですね。小中はやっているという中でね。バランスの問題だったんで

す。幼小、その子どもの連続性という形の中で言えば、小中もあってもいい

のかなと。 

委員長     小中はいらないなどということを言っているわけではなく、特に幼小が大

事だということを言いたかったわけです。それとさっきの『集団に入れない』

とか『一斉授業に対応できない』という言葉をもうちょっと書き換えます
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か？ 

Ｋ委員     『しかし、実際には、入学後小学校生活にスムーズに適応しづらい』。 

委員長     だから学校生活になじむことは大切なことなんですよ、でもできないんで

す。こういうことでしたよね。 

Ｋ委員     実際に子どもの育ち、先ほど育ちということを言われたんですけども、育

ちというか、子どもは育っていく中では集団との関わりとか、みんなと一緒

に授業を受けるというのが大事なので書いたんですけれども、これが本当に

どれだけの価値があるのか問われる文章になってしまうのであれば。例えば

『入学後なかなか集団に入れない』というのが本当に本人にとってマイナス

なの？と聞かれると、それはちょっと私も専門家ではないのでわからないん

です。具体的な例を出さないというのであれば、そのままで。 

委員長     出さないって、何かあまりパッとしないという感じが。子どもたちにとっ

てとても大きなことです。けれども。じゃあね、今ちょっと休憩時間にその

クエスチョンを考えましょう。10分間休憩いたします。いろいろご不満もあ

るようでしょうけども、最後までやります。12時になってもやります。 

  

（休憩） 

 

委員長     すいません、始めましょう。さっき12時までと言いましたけど、それぐら

いの気合いで頑張るという。やっぱりもう一回じっくり読んできていただい

ての議論を９日の前にやった方がいいと思うんですよね。それでそういう日

は多分普通の日じゃ無理だということで、23日の勤労感謝の日に勤労すると

いうのは、もし入れるとしたらどう？だから23日の６時からとなったら、も

う絶対ダメという方はどれぐらいいらっしゃいます？あとはみなさん、いい

ですか？じゃあ、昼間はダメだけども、23日の６時からということで。Ｈ委

員たちはちょっと難しいですけども、やむを得ない。ということにしたいと

思いますので。それで今日は高校生のみなさんは９時半が最後ということで

ございますので、一応サーッと最後まで斜め読みをしてポイントだけをご説

明して、読んできてもらうということにしたいと思いますので。 

Ｎ委員     次回までの検討課題の一つに入れてくださいということで。ごめんなさい。

小学校の所で①の『特別支援教育』という形でこうてつされているのとちょ

っと気になっていて、障がいのある子どもたちの所でも統合教育が消えてし

まっているんですね、見ると。そうするとここにきちっと障がいを持った子

への支援という形で統合教育と、個別の支援ということを両方入れてほしい

と思います。ちょっと表現はあとで検討したいと思います。それとの関連も

あって、小学生の現状の中に「好きとは言えない」自己評価の部分を一言で

いいので加えてほしいですね。いろいろな子どもが一緒にいるという状況が、
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今はまだ少ないという中で自己肯定観とつながっていく議論だなと思うの

で、ぜひそこは入れてほしいです。 

Ｅ委員     すいません。で、結局23日にやるのはオーケーなんですけど、今日は何時

までやるのかを明瞭にしていただきまして。 

委員長     ９時半ぐらいにしましょうか。 

Ｅ委員     高校生が９時半というのであれば、３人の高校生がいなくなってから議論

するというのは、僕はやっぱりしない方がいいと思うんです。 

委員長     だから９時半。 

Ｅ委員     はい、了解しました。 

Ｏ委員     すいません、今のと関連して。今の特別支援教育の所の括弧書きの文言の

所なんですが、私だけのこだわりだったら申し訳ないんですが、『障がいを

持った』の『持った』に非常にこだわりがありまして、『障がいのある』と

いう表記に変えていただければと。これは市長になられた時に障がい者、あ

るいは障がい児の害をひらがなに変えた時に、これも私が障がい児に関わり

を持った時に親御さんなどと相対していると害は持つものではなくて、元々

ある、あるいは不幸にして事故で、あとでケガを負ったとか、そういう時に

は持つという表現も当てはまるのかなと思うんですけれども、持っているも

のではなくて、ある一つの個性という言い方にかえれば非常に受け入れやす

いというのがあったものですから、できれば『持った』という表記よりは、

『ある』という表記に変えていただけると。あと中学校の特別支援教育の所

の、私が書いた児童会館の所もそうですし、障がい児の所でも『障がいのあ

る』という表記を使っていますので、こちらの小学校の所も『ある』という

表記に変えていただけると統一性を持つのでいいのかなということで。 

委員長     それはその通りにしたいと思います。それで今秀嶋さんが言ったのは。 

Ｎ委員     それが事前配布の正副部長会議次第がくっついた資料だと26ページに統

合教育の実現というのがあったんですけども、今回24、25と圧縮された過程

でなくなったんです。なくなっていました。特にやはり小学生の段階での統

合教育というところが大切だなと、ちょっと素人的なんですけども、読んで。 

委員長     それは25ページの障がい児と学校教育の中に入れたらいいんじゃないで

すか。小学校の方に入れるんじゃなくて。 

Ｎ委員     そのこともそうなんだけど、11ページの所が障がいのある子への支援とい

う形で、そっちをメインにして、特別支援教育と統合教育の実現が不十分と

いう現状とを入れてほしいなと思います。 

Ｋ委員     育ちあいという意味ですよね。先ほどおっしゃった、出ていた育ちあいと

いう、お互いに育っていくということですね。それちょっと考えさせてくだ

さい。 

委員長     じゃあそこのところはＫ委員、加筆をする。それとはい。 
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Ｆ委員     いいですか。24ページから25ページの所を障がい児の学校教育の問題を付

け加えた時にどういう風にして入れたらいいのかわからなかったので、統合

教育の実現という言葉は確かに削られているんですよね。統合教育の実現の

中身が、ここは施設や設備の問題が中心に書かれているんですね。上の方の

言葉としては『統合教育がテーマとなっています』という所の中に入れたら

いいと思うんですよ。その２行だけでは不十分なのかもしれないので、ちょ

っと検討してそこに付け加えてください。 

委員長     どこ？ 

Ｆ委員     25ページの（２）の所だと思うんですけどね。入れるとすれば。 

委員長     （２）というのは障がい児と学校教育の所ですよね。どこにどう入れるか

な。 

Ｆ委員     中身としては、前の原稿の中身をそこに入れたんですけども、統合教育と

いう言葉は確かに削られちゃったんですよね。ハードしか書いてないので、

もうちょっとソフトというか、そこの部分のテーマの中身についてちょっと

記述したらいいのかなと。 

委員長     Ｎ委員、記述しましょう。そこにお任せしますよ。小学校の方の部分につ

いてはＫ委員。 

Ｋ委員     統合教育という言葉は入れなくても、両者の面から文章で書けばよろしい

ということですよね。 

委員長     よろしいですね。それぞれいいですか。それで中学校ですけども、ちょっ

と時間の関係があるのでとりあえずサッと説明だけして、23日の日に備えて

くださいね。中学校で注目すべきは、これは前の元々の原稿が中学生の現状

というのをちょっと付け加えて、学校の現状として、小学校の所と形を同じ

ようにしてみたわけです。ですから元々の、ここはＰ委員がお書きになった

部分なんですけども、少し組み替えをしたということですね。Ｐ委員、ご自

分の原稿をこう組み直したのをご覧になっていかがですか。 

Ｐ委員     最初から５行目ぐらいですか。これについては現状で、前のやつには背景

という取り巻く環境とかってあったんですが、そこの部分が一方からの部分

については家庭であるとか、保護者のそういう過大な期待であるとか、そう

いった部分で子どもたちの部分と、そしてその取り巻きの部分ということで

入れたと思います。そういう風にして捉えていると思います。 

委員長     これはこれでよろしいですか。 

Ｐ委員     前の正副委員長会議の時に、前の時には割りとアンケートであるとか、い

ろんなものを使って一応書いたんですけども、これにも一部引用して、あと

は背景部分についてはこんなことも考えられるという風にして、なりました。

というかなってます。 

委員長     前のやつは、これ、あれですよね。さっき出た何人生徒がいるとかという



 36

数字ね 

Ｋ委員     小学生と中学生の数字ですか。小学生と中学生、この前の新聞に出ていま

した。 

委員長     あとで入れましょうね。入れるだけのことですからね。そうしましょう。

そういうことですので、ちょっと中学の部分をみなさん、じっくりお読みい

ただいて、ご意見をください。それから高校です。これも高校の現状、高校

生の現状でいこうかなと思ったんですが、なかなか高校生の現状というのは

難しいと。小中のようには書きにくいということで、高校の現状というとこ

ろからスタートいたしまして、このような記載をしましたが、この間のとこ

ろの項立ても、どうですかね、Ｅ委員。少し削ったり、少し加えたり。私が

気づいたのは17ページで、『様々な理由で、自主退学してしまう生徒が１年

間で１クラスを超える学校』って、これは人数が１クラス分という趣旨です

よね。 

Ｅ委員     そうです。40人を超えるということです。 

委員長     だからそのようなことでしょ。例えば、非行の場合は、停学３回でダメに

なっちゃうということですよね。非行という表現、これがなくて、非行とい

うとまた別な意味があるので。停学なんていうのはタバコを吸ったりしただ

けでも停学になるんでしょ。あれは非行ではないわけだから。そうすると一

般的には３年間で停学処分は２回が限度というだけで、わかるんじゃないで

すかね。 

Ｅ委員     わかるとは思います。非行というのは確かにね。 

委員長     それと『学校からはみ出した子どもたちは、新しい形の非行に足下をすく

われやすいようです。』という、これは何か根拠がありましたですか。 

Ｅ委員     これはどなたがおっしゃっていたんでしたっけ。覚醒剤とか、援助交際の

話がございましたよね。ドラッグの話とか。それで僕も聞いてみたんですね。

協議会、いろいろな補導をするような、そこの話もちょっと聞いてみたら、

こういう話も。教護協会ですか。こういう話が出てきていたんですよ。ちょ

っと書いてきました。 

委員長     いいですか。学校からはみ出した子どもたちが新しい形の非行で援助交際

とか、覚醒剤とか脱法ドラッグに入っていってしまうことが危惧されますと

かっていうレベルならともかく、足下をすくわれやすいという風にまで、

我々責任を持って言えるかな。そしてそのあとで『実態はなかなか把握でき

ません。』と。ですからそういうことが危惧されるというような、実際にそ

ういうケースもあるんでしょうし、しかしそれが実態が把握されていない中

で、『足下をすくわれやすいようです』というのはどうかなという感じがし

たんですけどもね。 

Ｅ委員     学校からはみ出した子どもたちの存在をどう捉えるかということになる
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と思うんですけども、２つの学校の先生に聞いたんですね、この件に関して

は。ある学校の先生は覚醒剤とかそんなのは高校では当たり前だみたいなこ

とをおっしゃった先生もいるんですね。ある学校ではそんなことはまずない

だろうという返事もあったんですね。僕としては実態がなかなか把握できま

せんという、こういう文章にせざるを得なかったんです。 

委員長     だからそういうことだとするならば、そういう『学校からはみ出した子ど

もたちがそちらの新しい非行といわれるものにいってしまうことが危惧さ

れる』というあたりのところにしておきましょう。 

Ｅ委員     はみ出したというのが。 

委員長     言っていて、何かちょっと違和感を感じましたね。何てしましょう？ 

Ｃ委員     自主退学を迫られた子はとか、その中にはとか、同じように使えばいいで

しょ。 

委員長     自主退学を迫られてしまうようです。そのような子どもたちはとかってい

う風に。 

Ｅ委員     実際には退学しちゃうと行き場がなくなってしまって、そういう風に暴力

団の資金源の小間使いになっているような現状というのは確かにあると思

うんですけど。表現を変えるならば。 

委員長     学校からはみ出した子どもたちという表現ではなくて、前の『自主退学を

迫られてしまうようです』ということを言ったので、『自主退学をした子ど

もたちは』というのもちょっと。学校へ行けなくなった子どもたち？その方

がいいかな。じゃあ、自主退学を迫られてしまう。そのような子どもたちは

っていうのは。新しい形の非行は、これこれのような新しい形の非行にいっ

てしまう危険性がとか、危惧されますとか、そういう書き方にするね。あと

不登校と中途退学の所の『何々のようです』、『ようです』という、『４割近

くが中途退学につながるようです』。これ、Ｅ委員のフレーズかなと思うん

だけど、けっこう『ようです』『ようです』と言っちゃう部分が多くて。こ

れを言い切ることはできませんかね。だって例えば『道内は7.5人と全国最

低のようです』って、これ、最低なのか、そうでないのかということぐらい

はっきり言えそうに思うんですけど。『全国平均が18.2人で、道内は7.5人と

全国最低』じゃないんですか。 

Ｅ委員     新聞記事では最低と書いていました。これは確か道新の記事だと思うんで

すけど。 

委員長     文科相の調査ですね。 

Ｅ委員     それをとった道新の記事ですね。 

委員長     『最低です』でいいんだよ。『長期欠席をしている子どもの４割近くが中

途退学につながっています』とは書けませんか。 

Ｅ委員     いや、書けますよ。この前の時にはあまり断定はしない方がいいというよ
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うな話があったので、ちょっとそういう表現をとっただけですから、別にか

まいません。 

委員長     数字まで挙がっているからね。それと似たようなのがいじめの所にいって、

『学校がいじめをどのように知ったかについては「いじめられた児童生徒か

らの訴え」が最も多いようで』は多いんですか？ 

Ｅ委員     多いんです。 

委員長     いんでしょ。『最も多く』さ。『最も多く、北海道はこれこれこれ』と。学

校がどのように知ったかについては最も多くか。発生は真ん中辺だというこ

とですね。あとは５日制の実施と生徒会活動。これは大変タイトなことにな

って、難しいことになってきていると。高校生のお三方、どうですか。この

高校の現状というのを今日見てみて、どんな感じを持ちます？こんなものか

なという感じ？Ｑ委員、どうですか。この高校の部分の記載というのが何か

妙なところがありますか？ 

Ｑ委員     いや、ないと思います。 

委員長     Ｈ委員、どうですか？ 

Ｈ委員     北海道にも高校というのはいろいろ種類がありますので、私の通っている

学校とは、私のビジョンでは大きくかけ離れた環境があると思います。大き

く環境が違う学校もあると。例えばうちでは中途退学をする生徒は１人もい

ないし、それから16ページの２番、『学力信仰と校則』の『学校では７時間

目授業・放課後講習・零時間講習・土曜講習など進学校や進学コースに在籍

する生徒は時間に追われて汲々とした生活を強いられています』とあります

が、そんなに汲々としていませんし。 

委員長     汲々としていない人はいいんだ。少しでも汲々としている人がいるという

ことが権利侵害だからね。権利のことを考えるなら、常に少数者のことを考

えなきゃいけないということがあるから。Ｉ委員はどうですか？ちょうど高

校生３人いるから。高校の現状から始まって、今高校のことを聞いているん

だけれど、書いてあることでおかしいと思うようなことはありますか。 

Ｉ委員     その通りだと思います、これは。いろんな高校がありますので、うちの学

校としてはもう７時間目授業、放課後講習と追われているところでございま

すので、もちろんこんな状況に置かれている高校でございます。 

委員長     こんな状態になっている高校が大変困っている。権利侵害だということで。

わかりました。じゃあ、進めましょう。あと体罰につきましては、これは実

際に統計とかがあるようでいて、とてもこの実態を反映した統計とは思えま

せんので、体罰がどの程度行われているかについては信頼できる統計はない

けれども、あることだけは間違いないというような前ぶりを付けて書きたい

と思うんですけども。それから教師たちの現状でございます。ここは前から

Ｆ委員がずっと書いていて、それでＦ委員、19ページの頭から３行目の『目
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玉だったはずの「総合的学習」が、いつのまにか「基礎学力だ」とその一貫

性のなさは教師たちを疲れさせています。』とありますよね。この総合学習

がいつの間にか基礎学力だという意味が、これを初めて読んだ方は多分わか

らないだろうと思うんですが。 

Ｆ委員     そうですね。と思います。総合教育というのは指導要領が改定された時に

目玉だったんですよね。でも国際的な調査が発表されたら、文部大臣が今度

は総合的学習を削ってでも、基礎学力を充実させろと。もっと競争をという

風になってきているんですね。それを書けば書けますが、短い言葉で書くと

こうなるんです。そこは少し直してもいいと思います。それから部活のとこ

ろですけども、これは苦労して直していただいたんだと思うんですけども、

ちょっと私が気になったのは『多くの生徒の希望や保護者の願いに応える熱

意ある先生』ってありますよね。これ、部活をやってない人は熱意がないと

いう風に受け取られかねないので、様々な授業があって部活を担当していな

い先生もいるんですよね。ちょっとここの表現は少し変えた方がいいんじゃ

ないかと思います。 

委員長     熱意を取りますか？取ればいいっていうものでもないのかな？保護者の

願いに応える先生を中心に。Ｐ委員、これ、熱意という言葉でなく。 

Ｐ委員     できました。『中学校の「部活」は、多くの生徒の希望や保護者の願いに

応える先生の努力によって支えられています。』 

委員長     やっぱりお上手ですね。 

Ｐ委員     ありがとうございます。 

委員長     先生の努力。熱意というよりも努力。努力もいろんな努力がございますか

らね。じゃあ、これで決めましょう。 

Ｃ委員     その19ページの上の所ですが、書き方があれなんですが、確かにこんな風

に『「学校五日制」は「ギチギチの時間割、スカスカの内容」』と言っている

人もかなりたくさんいますけど、ただ一応は教育委員会も一緒にやっている

ということもあって、別に教育委員会の肩を持つというのではなくて、いろ

んな表現であまり厳しく書かない方がいいのかなと。確かにこういう風に言

っている人はかなりいますから、それが事実のことも多いですから。ですか

らいつの間にか総合学習よりも成績をよくした方がいいだろうと。それはそ

れでいいんですけど、『その一貫性のなさは教師たちを疲れさせています』

というか、『そんなことで疲れている教師も多く』とか『教師の中にはその

ような発言をする教師もたくさんいます』とか、そんな表現がいいのかなと

思ったんです。それから『なによりも学校に拘束する時間の長さは子どもも

教師自身もこれで疲れる』という表現の、そんなことで『話す教師も大変多

くいます』とか、そんな風な意見が教師からたくさんあったよということの

表現の方がいいだろうと。あまり決めつけない方がいいかなと思っています
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が。 

委員長     『ギチギチの時間割、スカスカの内容を学校に押しつけています』という

言い方も、そうでないという人もいるかもしれない。評価の所はなかなかそ

うでないという人もいるので断定をすることの難しさというのがあるので、

ちょっと考えましょう。考えてみましょう、その表現はね。特にこのあたり

はデリケートな反応が。対応しないといけませんので。懇談会ではとか、そ

ういう風にすると。それと19ページの所の『保護者の批判は時として批判を

越えることがあり』という、ここはあえてＦ委員がこういう風に変えたんで

すよね。『批判は時として批判を越える』というのはわかったような、わか

らないような。『批判を越える』というのは何なんだということになるので、

これは『批判は時としてエスカレートして』とか何とかというような言葉で

ちょっと工夫したいと思います。 

Ｐ委員     これの方が多少曖昧でいいんじゃないですかね。エスカレートしてという

より。 

委員長     『批判は時として批判を越える』って、批判は時として批判じゃなくなる

の？って。どっちを越えるのかしらって。 

Ｆ委員     ここは最初『批判は時として非難・攻撃』って書いたんですよ。でもそれ

は教師のサイドから見るとそういう風に見えるんですけども、ちょっとその

表現はまずいかなと思って『批判を越える』と書いたんです。変えてもいい

です。かまいません。 

委員長     日本語って難しいですね。一言間違えるとえらいことになるし。言葉を大

事にいたしましょう。あとは地域・福祉。意外と私が読んで安定しているの

が、この地域・福祉の記載ではないかと。ここが意外と安定しているのでは

ないかと思うんですが。どうでしょうか。ここはＲ委員とＯ委員のところで、

放課後の子どもたち、それから留守家庭の子どもたちを料理して、まとめて

ただいたんですよね。ちょっとＯ委員、簡単なコメント、どういう視点でと

いうあたりを。 

Ｏ委員     当初児童会館、それから学童保育というくくりで、それぞれＲ委員と私の

方で分担して書いたんですけれど、類似している点も多々あるということで、

一度はくっつけたんですが、前段２番目の項目で学校ということがありまし

て、それを受けて３番目地域・福祉等ということになると、３番目のところ

の下に３行付け加えたところが要するに学校以外での子どもの生活してい

る場面も、非常に子どもの権利にとっては大切な場面じゃないかということ

で、３行ほど付け加えさせました。そうなると児童会館というくくり以外で

も子どもたちが過ごしている場面は非常に多いものですから、そういうこと

で前段では児童会館のことを多く書いていますけれども、後段の方で札幌市

では少年６団体という活動している場が非常に多くありますので、そういっ
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たところもちょっと付け加えさせていただきました。ただ２番目の留守家庭

の子どもたちということで、そこには児童会館ですとか学校施設方式の児童

育成会ですとか、民間施設方式の児童育成会だとかというくくりで、放課後

の子どもたち、留守家庭の子どもたちという表題に変えさせていただいたと

ころです。こんな感じでしょうか。 

Ｒ委員     放課後の子どもたちという表題になったことで、もしも付け加えることが

できるのであるならば障がい児の教育の問題が盛んに出されてくるように

なって、すごくそこで気になっていたんですけれども、障がいのある子が放

課後地域の中で遊べないという実態が、ちょっと資料がもう７、８年前の調

査で、全道的な調査しか、数しかないもので、そこのところで使えるかどう

かということがあるんですけれども、実際に遊ぶ相手は親であったり、兄弟

であったりという数が多いんですね。それから１週間のうちに外で１回も遊

ばなかったという子どもが50％を超えるぐらいいるという数字が全道調査

なんですけど出ているんですよね。そういう意味ではやっぱり障がいのある

子どもたちの放課後の生活が保障されていないという実態をどこかに入れ

ておきたいなというのが希望としてあるんですけど、増えることになるので

ちょっと嫌がられるかなと思うんですけど。 

委員長     今の問題は障がい児のところに書くよりはこっちに書いた方がいいよね。

放課後の子どもたちの中に、今Ｒ委員のおっしゃったことを少し入れたらど

うでしょう。そこのところちょっと入れていただけますか。３行とか、４行

とかでね。はい、そういうことでございます。それから児童養護施設。これ

もだいたいまとまっていていいんじゃないかなという感じがしてますけど

も、特にあとの先生、コメントはございませんか。 

Ｍ委員     先ほどＧ委員がおっしゃっていたことを最後の方に、施設の中での２次被

害みたいなことが起きてはいけないということを付け加えておこうかと思

います。 

委員長     じゃあ、お願いします。２、３行でお願いします。それから地域と子ども

になります。ここもまあまあ。これはＣ委員とＢ副委員長が書いたものを合

体したようなものなんですけどもね。特にコメント、ありますか？いいです

か。はい。それで障がい児のところについては先ほどあれですよね、障がい

児の学校教育の中に統合教育の記載を。これはＦ委員にお願いしてよろしい

ですか。そこをちょっと付け加えていただきましょう。ここにも入れて、Ｋ

委員の所にも。両方でちょっと。ちょっと時間がなくなってきたので急ぎま

しょう。あと（６）の先住民族であるアイヌ民族の子どもたちについて、そ

れから外国籍の子どもたちについてというあたりの記載が前のやつ、これは

Ｎ委員が書いたやつなんですよね。 

Ｎ委員     （２）はＣ委員が書いてくださった所を加えてあるというか、私の所が削
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られて、少しそういう感じで加えています。難しいのはこの項目立ての整理

がどうなのかという問題と、現状と課題がかなり混在してしまっているとい

うところですね。課題の所では実はマイノリティーという言葉が突然出てく

る感じになっていて、私は前にマイノリティーという項立てを大項目で掲げ

て個別にこう入れていったという経過があって、そこはもうお任せしますけ

ど、今日はちょっと理論不足、マイノリティーという言葉とか、在日コリア

ンという言葉聞き慣れないという意見がけっこう出ていたということで、参

考資料をいくつかお配りしております。あとでお読みください。パンフレッ

トが２種類、分厚い、日弁連の今年の３月のパンフレットにマイノリティー

グループの子どもの権利保障と観点というのが９ページに出てきます。それ

からもう一つの束というか、国連市民的政治的権利に関する国際規約という

ところで、人権規約の中でどういう風にマイノリティーという言葉が使われ

ているかということを意識していただきたくて27条に。日本語に訳してしま

うと少数民族となって、その少数という言葉があまり定義性を持たないので、

英語で言うとマイノリティーです。やっぱり定義性を持った言葉として使い

たいなと思うんです。あとは弁護士会の宣言とかの中にどういう言葉で使わ

れているかということで参考にしてほしいなと思いました。 

委員長     前の所から今回の所で在日コリアンという言葉をあえて削っているんで

すけども、そういう言葉の、今Ｎ委員があげたような資料の中での使われ方

を、別に使っていいんじゃないかと。それとかマイノリティーという言葉は

もう、我々の弁護士会の感覚では当然人権規約に出ていて、そんな心配をす

る必要はないんだと。 

事務局（課長） 在日コリアンというのは外国籍ですよね、もちろん。外国人登録されてい

ますし、外国籍の子どもたちと、在日コリアンというのを分けて記述すると

前はなっていたんですが、そうするとどうして韓国の方たちを分けて言う必

要があるのかなと。 

Ｎ委員     歴史的な経過が違うからです。端的に言うと。そしてやっぱり差別の実状

があるというところで、少し特殊な部分があるので、そこを書き込むために

あえて別項目にしたんですね。 

事務局（課長） それが例えば在日韓国人以外の外国籍の方からそれこそ非常に差別してい

るといいますかね、それはないですか、大丈夫ですか。そこがちょっと心配

だったので外させていただいたんですよね。それからマイノリティーの表現

につきましては、今日お配りしている、市民からの意見の所をちょっとご覧

いただきたいんですが、意見参加シートに寄せられたご意見の中で、11月７

日の電話の所をご覧いただきたいのですが、ここの②の所で障がいのある子

どもと少数民族の問題は別の問題であり、並列して記述すべきではないとい

う意見があるんですよね。そのマイノリティーの中に例えば障がいの方と、
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少数民族ですとか、先住民族だとかを全部ひっくるめて、確かに法律的には

そういう風な形に入れてかまわないのかもしれないですけれども。それと当

事者たちがどう思うかという感情とは別なんですよね。この中間答申は非常

に多くの方が読みますので、そこら辺を配慮して書かないと、法律論だけで

書きますと非常に反発を招く危険があるということを考慮すべきだと思う

んですね。 

Ｎ委員     ここはもうご指摘の通りだから、誤解を避けるという意味であえて私はマ

イノリティーというくくりにはこだわっていないんですね。だから分離して

いいなと一方では思っています。 

委員長     もう時間だから。そういうデリケートな問題があるので、みなさん、ちょ

っと次回までに検討をお願いしますね。それと条例の課題につきましては、

これはもう私が書いてみました。これについてはもう、そんなにあまり自信

がさほどあるわけではないので、みなさん、よく読んで批判してくださいね。

この条例の課題というのは中間答申の結論でございまして、結論がこれでい

いのかということですので、それまでの所とは別にこれだけを読む方もいら

っしゃるかと思いますので、そういう市民の方にこれでちゃんと伝わるかど

うか、ご意見をお願いいたします。そうしましたら今日のところはもう９時

半になりましたので、終わりにしましょう。それで次回は23日の６時からと

いうことで。 

事務局（課長） 委員長、時間が多分長くなると思うんですね。６時からというと夜遅くな

りますよね。昼からではダメですか？１時とか２時からですと。 

委員長     お昼がちょっと具合の悪い方がいらっしゃるんですよね。夕方、４時とか

５時とか。 

事務局（課長） 夜遅くなりますから、できるだけ早い時間から始めた方がいいと思うんで

す。 

委員長     じゃあ、５時から始めるとなるとどうなるでしょうか、みなさん。１時か

ら始めるとまずダメですという方は？２時だと？はい、３時？４時？５時だ

ったら大丈夫かな？４時がダメな方は？じゃあ、４時スタートで、お二人が

来るのをお待ちするという、待ちませんよ、待ってないで勝手にやっていま

すけどね。じゃあ23日の４時にいたしましょうか。23日４時からここでござ

います。 

Ｃ委員     事務方に今日の原稿でいいですから、未来局とか、教育委員会とかに数字

等とか事前に見てもらって、こんな数字の方がいいとか何かあれば先にある

程度やってもらった方がいいのかなと思ったものだから、ちょっと確認だけ。 

委員長     何をするんですか？ 

Ｃ委員     数字とかどうしてもこれだったら、札幌市のあれとだいぶ違うんだけどな

とか、大きな所があれば、これは検討委員会の意見だからいいんだけども、
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大幅に違っているところとかあればやっぱり整理しなければいけないとこ

ろもあるのかなと思ったもんだから、その辺１回読んでおいてもらって事務

方とちょっと相談してくれればありがたいなと。そういうことです。 

委員長     それはもう我々の責任で資料に当たって数字をチェックする。別に教育委

員会にチェックしてもらうことは。 

Ｃ委員     いやいや、数字とか未来局とかでね、もう１回。 

Ａ副委員長   具体的に事務局でやってもらえると。 

委員長     それはその通りですね。あとはよろしいでしょうか。はい。 

Ｊ委員     すいません、前回の検討委員会の時に欠席していたので、もしかしたらお

話があったかもしれないんですけども、ニュースレターとかポスターなどみ

なさんに配布するような、検討委員会ではなくて、配布するようなものが出

る時には検討委員会で一度見てから配布するという風にした方がよいので

はないかと思うんですけども、２回目のニュースレターはいつ出る予定にな

っているのかももし決まっているのであれば、検討委員会の中で。もう出て

いるんですか？すいません、見ていなくて。出る前に検討委員会の中で見て

から配布する方がいいのではないかと思うんですけれども。 

委員長     検討委員会25人のあれで間に合えばいいんですけれど、そうでない場合は

少なくとも我々正副部長会議か、そういう機会、我々の何らかの目を通るよ

うにいたしましょう、それはね。そしたら終わりますけれど、加筆したり、

訂正する宿題のある方は土日でございますので、土日でやって月曜日には未

来局の方へ送っていただくということにいたしましょう。はい、長い間ご苦

労様でございました。はい、何ですか。 

事務局（係長） 誠に申し訳ございません。各部会の方に真ん中の方に資料集を１組ずつ用

意させていただきました。本当は人数分用意できればいいんですけれど、量

的にものすごい量になるものですから、部会として次回までまたお預かり頂

きたいんですけれども、よろしくお願いいたします。 

委員長     じゃあ、終わります。どうもご苦労様でした。 

 


